
元
代
の
儒
胞
子
提
奉
司

|
|
江
漸
儒
皐
提
奉
を
中
心
に
|
|

井

智

美

は

め

に

一
人
物
及
び
遷
蒋

(
一
)
江
漸
行
省
治
下
の
儒
皐
提
奉

公
一
)
任
官
者
に
つ
い
て
の
分
析

二
諸
機
関
と
の
閥
係

三

杭
州
路
下
の
出
版
と
儒
祭
提
琴
司

お

わ

り

に

じ
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l土

じ

め

「
元
代
の
制
度
は
や
や
こ
し
い
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
時
代
の
制
度
に
つ
い
て
些
か
な
り
と
も
鰯
れ
た
者
の
率
直
な
印
象
で
あ
ろ
う
。
そ
の

原
因
は
、
停
統
的
・
中
国
的
街
門
名
の
裏
に
あ
る
「
モ
ン
ゴ
ル
」
的
要
素
ゃ
、
制
度
の
奥
に
潜
む
人
物
関
係
を
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

『元
史
』
の
本
紀
と
志
の
記
述
に
矛
盾
を
瑳
見
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
本
稿
で
扱
う
儒
拳
提
奉
司
も
そ

の
例
外
で
は
な
く
、
基
本
的
な
沿
革
や
職
務
に
つ
い
て
さ
え
、
は
っ
き
り
と
し
な
い
部
分
が
あ
っ
た
。
以
前
筆
者
は
、
書
輩
家
と
し
て
有
名
な

越
孟
頬
に
つ
い
て
論
じ
た
際
に
、
彼
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て
任
官
し
た
儒
挙
提
奉
司
が
元
代
の
知
識
人
の
活
動
に
と
っ
て
重
要
な
位
置
を
占
め

459 



側
面
か
ら
李
治
安
氏
や
富
紀
子
氏
が
考
察
を
行
い
、

(
I
)
 

る
可
能
性
を
指
摘
し
、
彼
と
の
関
わ
り
か
ら
ご
く
簡
草
に
そ
の
役
目
を
あ
げ
た
。
そ
の
後
、
儒
山
峰
子
提
琴
司
に
つ
い
て
は
、
制
度
史
や
文
化
史
の

(
2
)
 

い
く
つ
か
の
重
要
な
職
務
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
筆
者
も
、
最
近
の
諸
研
究
を
踏
ま

(
3
)
 

そ
の
組
織
の
起
源
と
壁
遷
に
つ
い
て
論
じ
た
。
そ
の
結
果
、
儒
皐
提
奉
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え
た
上
で
、
儒
撃
提
参
司
の
全
慢
像
の
解
明
を
目
的
と
し
て
、
ま
ず
、

司
の
起
源
が
、
北
宋
徽
宗
年
開
に
設
け
ら
れ
た
提
悲
撃
事
司
に
あ
る
こ
と
、
南
宋
で
は
監
察
官
が
肇
校
監
督
の
役
目
を
骨
来
任
し
た
こ
と
、
モ
ン

ゴ
ル
の
江
南
接
収
後
に
遁
を
軍
位
と
し
て
設
け
ら
れ
た
儒
皐
提
琴
が
南
宋
の
制
度
を
直
接
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
な
っ

fこ

一
方
、
華
北
に
見
ら
れ
る
提
琴
同
学
校
官
は
、
金
代
に
地
方
官
が
粂
任
し
て
い
た
同
名
の
官
に
由
来
す
る
こ
と
も
わ
か
っ
た
。

本
稿
で
は
、
儒
向
島
干
提
泰
司
に
つ
い
て
、
資
料
が
最
も
豊
富
な
江
所
等
庭
行
中
書
省
地
域
を
主
釘
象
と
し
て
、
三
章
を
た
て
て
考
察
を
行
う
。

第

一
章
で
は
、
ど
の
よ
う
な
人
物
が
儒
準
提
翠
に
就
任
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
、
第
二
章
で
は
、
儒
印
字
提
琴
司
と
他
街
門
と
の
関
係
に
つ
い

て
述
べ
る
。
第
三
章
で
は
、
儒
向
学
提
琴
司
に
つ
い
て
追
究
す
べ
き
課
題
の
中
か
ら
、
杭
州
路
下
の
出
版
と
儒
皐
提
翠
司
の
関
係
を
と
り
あ
げ
て

巻
ブL

「
百
官
志
七
」
儒
挙
提
奉
司
の
僚
に
は
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解
説
を
加
え
た
い
。
本
論
に
入
る
前
に
、
多
く
の
先
論
で
も
あ
げ
ら
れ
る
儒
皐
提
奉
司
に
閲
す
る
基
本
史
料
を
提
示
し
て
お
こ
う
。
『
元
史
』

儒
向
山
子
提
泰
司
、
秩
は
従
五
品
。
各
庭
行
省
署
す
る
所
の
地
、
皆
な

一
司
を
置
き
、
諸
そ
路
・
府
・
州

・
阪
杯
準
校
の
祭
紀

・
教
養

・
銭
糧
の

事
、
及
び
著
述
・
文
字
を
考
校

・
呈
進
す
る
を
統
ぶ
。
司
ご
と
に
提
翠
一
員
、
従
五
品
、
副
提
琴
一
員
、
従
七
品
、
吏
目
一
人
、
司
吏
二

人

と
あ
り
、
各
行
省
の
所
在
地
に
置
か
れ
た
儒
向
晶
子
提
琴
司
は
、
各
級
地
方
向
晶
子
校
に
お
け
る
祭
記
・
数
育

・
銭
糧
の
こ
と
、
そ
し
て
、
著
作
物
の
校

訂
や
官
腐
へ
の
呈
進
な
ど
諸
事
務
を
司
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
同
時
代
史
料
が
遮
べ
る
責
任
範
園
で
は
あ
る
が
、

『経
世
大
典
』
編
纂
時

(
4

)

{

5
)
 

の
認
識
に
よ
っ
て
お
り
、

ま
た
、
百
年
近
く
存
在
し
た
街
門
の
説
明
と
し
て
は
簡
単
に
過
ぎ
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
旦
ハ
韓
的
な
事
例
を
根
擦
に

し
て
元
代
の
儒
皐
提
拳
司
の
立
場
を
で
き
る
だ
け
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。



人
物
及
び
遷
轄

，....、、

、、./

江
所
行
省
治
下
の
儒
撃
提
奉

本
章
に
お
い
て
は
、
現
在
ま
で
管
見
の
及
ぶ
範
園
で
、
江
所
行
省
の
儒
拳
提
琴
・
副
提
琴
に
な
っ
た
人
物
各
四
二
人
と
三
三
人
に
つ
い
て
、

(6
)
 

そ
の
任
官
年
代
を
探
っ
た
結
果
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。
人
物
ご
と
に
、
官
名
(
遁
の
場
合
の
み
。
で
き
る
だ
け
資
料
の
表
記
を
用
い
る
。
就
任
し
な
い

(
7
)
 

場
合
は
明
記
)
・
任
官
年
代
・
出
身
地
・
生
卒
年
(
任
官
年
と
匡
別
す
る
た
め
西
暦
を
用
い
る
)
・
遷
聴
(
某
官
か
ら
、
某
官
へ
)
・
主
な
参
考
資
料
(
紙

幅
の
都
合
で
輯
撰
者
・
版
本
は
で
き
る
限
り
省
略
す
る
)
を
整
理
し
、
年
代
の
絞
り
込
み
な
ど
に
つ
い
て
、
特
に
解
説
を
加
え
る
(
出
典
を
略
す
場
合

は
主
な
参
考
資
料
に
よ
る
)
。
そ
の
際
、
任
官
年
が
わ
か
る
範
園
で
古
い
順
に
誼
べ
る
が
、
連
績
す
る
同
遁
の
任
官
者
は
で
き
る
だ
け
ま
と
め
る
。

(
8
)
 

ま
た
、
年
代
が
全
く
不
明
の
者
は
、
最
後
に
前
後
を
勘
案
し
な
が
ら
列
島
争
す
る
。
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提
皐

葉
李
(
漸
西
遁
儒
拳
提
奉
、
至
元

一
四
|
二
四
年
、
杭
州
、

一
二
四
二
|
九
二
、
布
衣
か
ら
、
向
書
右
丞
へ
、

『元
史
」

(
9
)
 

撃
提
奉
就
任
の
経
緯
に
つ
い
て
は
前
稿
で
節
を
設
け
て
詳
細
に
述
べ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い
。

一
七
三
)
彼
の
儒

-
活
震
(
漸
西
遁
儒
撃
提
奉
↓
江
湖
等
庭
儒
撃
提
奉
、
至
元
一
一
一
一
一
l
二
六
年
頃
、
鎮
江
丹
徒
(
本
賞
は
順
徳
唐
川
一、
湖
贋
等
庭
儒
撃
提
琴
へ
、

『
至
順
鎮
江
志
」
一
九
)
「
卒
章
奥
魯
赤
引
見
鎮
南
玉
、
奥
語
悦
之
、
因
輿
倶
見
世
租
皇
帝
」
と
あ
り
、
そ
れ
が
出
仕
の
き
っ
か
け
と
な
っ

て
い
る
。
『
元
史
』
巻

一
一一一一

「奥
魯
赤
停
」
に
よ
れ
ば
、
ア
ウ
ル
ク
チ
は
至
元
二
三
年
に
湖
贋
行
省
の
卒
章
政
事
と
な
り
、
こ
の
年
の
四
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月
に
上
見
し
て
、
鎮
南
王
ト
ゴ
ン
に
従
っ
て
交
祉
遠
征
に
で
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
。
遠
征
か
ら
跨
る
と
、
江
西
行
省
の
卒
章
政
事
に
移
り
、

至
元
二
六
年
に
卒
章
政
事
を
辞
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
書
本
紀
に
は
、
至
元
二
五
年
三
月
に
、
ト
ゴ
ン
と
ア
ウ
ル
ク
チ
が
軍
を
引
き
上
げ
た
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記
事
が
見
え
る
。
沼
震
が
漸
西
遁
儒
向
島
干
提
翠
を
特
授
さ
れ
た
の
は
、
早
く
て
も
至
元
二
三
年
四
月
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
至
元
二
五
か
ら
二
六

年
の
こ
と
に
な
る
。

-
葉
汝
丹

(提
奉
松
江
儒
祭
、
園
朝
混

一
|
、
松
江
華
亭
、

二
二

八
l
一
二
九
三
、
入
元
、
不
仕
へ
、

『西
巌
集
」
二

O
)
一
年
も
せ
ず
に

退
い
た
。
路
の
捷
奉
撃
事
に
性
格
が
近
い
だ
ろ
う
。

越
山
宗
容
(
湖
東
遁
提
撃
、
至
元

二
ハ
年
、
一
職
建
、

『廟
肇
典
櫨
』

一)
南
宋
の
縫
製
十
撃
事
官
か
ら
の
横
滑
り
だ
ろ
う
。

回
希
亮
(
漸
東
儒
肇
提
傘
、
至
元
一
九
年
、

『延
祐
四
明
志
』

一一) 

-
孫
朝
瑞
(
温
州
路
儒
撃
提
琴
、
至
元
年
問
、
杭
州
昌
化
、
杭
州
路
提
撃
か
ら
、

『
園
朝
文
類
』
六
九
「
陳
孝
子
傍」
)
『
成
化
杭
州
府
志
』
巻

三
九
「
人
物
」
に
、
「
成
淳
四
年
陳
文
龍
傍
」
と
し
て
「
孫
朝
瑞
、
昌
化
人
」
と
あ
る
。『
蔦
暦
杭
州
府
志
』
巻
九
で
は
「
孫
朝
端
」
と
誤
る

0

・
李
浩

(江
東
遁
儒
挙
提
翠
、
至
元
二
三
年
頃
|
、
鎮
江
、
湖
底
儒
撃
提
翠
へ
、

『至
順
鎮
江
志
」
一
九
)
至
元
二
三
年
に
「
行
禁
高
尚
之
士
」

が
求
め
ら
れ
た
際
に
、
嘗
地
か
ら
選
ば
れ
て
就
任
し
た
。
『
至
正
金
陵
新
志
』
巻

一一一
の
最
後
の

一
僚
に
あ
た
る
「
泰
鐸
山
碑
下
績
刻
」
に

も
彼
の
名
前
が
見
え
、
「
儒
内
晶
子
提
琴
」
と
さ
れ
る
。
湖
底
儒
撃
提
琴
へ
異
動
し
た
時
期
は
不
明
で
あ
る
。
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-
葉
必
茂
(
幅
建
遁
儒
撃
提
奉
?
、
就
か
ず
、
兵
文
横
放
、
部
武
泰
寧
、
『
草
間
陽
黄
仲
元
四
知
先
生
文
稿
』
四
)
蒲
書
庚
よ
り
推
薦
を
受
け
た

0

・
何
逢
原
(
幅
建
儒
皐
提
奉
、
辞
し
て
赴
か
ず
、
至
元
二
0
年
代
、
建
徳
分
水
、
不
仕
か
ら
、
『
蔦
暦
巌
州
府
志
』

一
五
)
程
矩
夫
の
薦
め
を

受
け
た
が
断
っ
た
。
参
考
資
料
や

『宋
季
忠
義
録
』
巻

一
三
に
は
「
御
史
程
文
海
」
の
推
翠
を
受
け
た
と
あ
り
、
程
矩
夫
が
「
御
史
」
と
呼

ば
れ
う
る
の
は
至
元
二
三
年
以
降
で
あ
る
。

-
詩
文
森

(幅
建
遁
儒
印
字
提
琴
、
至
元
二
0
年
代
、
常
州
宜
興
、
贋
東
遁
提
刑
按
察
副
使
か
ら
、
江
西
等
虚
儒
純
子
提
奉
へ
、

『呉
文
正
公
集
』

八
七
)

-
陸
大
猷

(就
か
ず
、
元
初
、
江
陰
州
、
『
梼
渓
集
』
五
)
パ
ヤ
ン
の
薦
め
を
受
け
た
が
就
か
な
か

っ
た
。

-
焚
首
内
(
元
初
、
虚
州
緒
山
、
感
奉
翰
林
文
字
か
ら
、
仲
秒
、
『
宋
元
同
学
案
」
八
二
)



抱
一
森
(
成
宗
即
位
頃
l
、
鹿
州
緒
山
、

一
二
五
八
二
三

二
、
翰
林
編
修
か
ら
、

江
西
提
撃
へ
、
『
梧
渓
集
』

四
)
『
雨
斯
金
石
志
』
春

一

三
「
元
嘉
輿
路
重
修
儒
拳
碑
」
に
は
「
(
依
字
)
漸
等
慮
儒
拳
提
琴
沼
森
築
蓋
」
と
あ
り
、
こ
の
碑
の
立
碑
は
大
徳
四
年
以
降
で
あ
る
。
儒

撃
提
琴
が
各
行
省
に
一
人
と
い
う
原
則
に
立
ち
、
次
の
趨
孟
頬
が
大
徳
三
年
に
就
任
し
た
の
は
動
か
し
が
た
い
と
考
え
れ
ば
、
鉄
字
の
部
分

に
「
前
江
」
の
字
が
入
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

徳
一
O
年
ま
で
と
す
る
の
は
、

一
二
五
五
!
二
ニ
二
二
、
集
賢
直
撃
士
か
ら
、
翰
林
侍
讃
皐
士
へ
、
『
松
雲
斎
文
集
』
附
録
)
大

一
一
年
正
月
に
立

っ
た
碑
文
に
彼
が

「
前
江
漸
等
鹿
儒
附
晶
子
提
畢
」
と
署
名
し
て
い
る
の
に
よ
る
。

誼
孟
頬
(
大
得
三
年
|
一
O
年
、
湖
州
、

-
武
乙
昌
(
至
大
元
年
頃
、
『
註
唐
詩
鼓
吹
』
序
)
蓋
湾
国
家
園
書
館
戴
本
武
乙
昌
序
に
は
、
「
至
大
戊
申
(
元
年
)
漸
省
属
儒
司
、
以
是
編
鏡

之
梓
、
僕
寒
董
其
事
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
推
測
す
る
。

『程
雲
棲
先
生
文
集
』
巻
二
所
載
、
大
徳
五
年
の
「
重
修
南
陽
書
院
記
」
に
も
、

武
乙
昌
が
儒
拳
提
参
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
南
陽
書
院
の
所
在
地
が
江
陵
で
あ
る
か
ら
、
河
南
江
北
行
省
の
儒
拳
提
琴
で
あ
ろ
う
。

-
都
文
原

(
至
大
三
年
|
皇
慶
元
年
、
杭
州
(
其
先
萄
人
)
、

一
二
五
九
二
二
二
八
、
翰
林
修
撰
か
ら
、
園
子
祭
酒
へ
、
『
呉
文
正
公
集
』
六
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四-
何
謙

(
延
祐
初
、
台
州
仙
居
、
一

二
三
四
|
一

一一
一
O
二
、
能
州
路
絵
干
州
判
官

(上
ら
ず
)
か
ら
、
格
、

『張
文
忠
公
文
集
』
一

一一一)
以
前
、

副
提
翠
に
も
就
任
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
延
祐
六
年
に
卒
し
た

0

・
越
孟
額
(
延
祐
六
年
頃
、
湖
州
、
『
雨
漸
金
石
志
」

一
五
)
趨
孟
煩
の
弟

0

・
張
瑛

(
泰
定
二
年
以
前
、
悟
退
と
し
て
報
ぜ
ず
、
杭
州
銭
塘
、

一
二
六
O
|
二
二
二
五
、
『
伊
演
集
』
二
四
)
泰
定
二
年
に
卒
し
た
た
め
、

そ
れ
以
前
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
な
い
が
、
詳
細
は
不
明
。

-
楊
剛
中

(
泰
定
年
間
、
集
慶
上
元
(
其
先
松
陽
人
)
、
江
東
廉
訪
司
照
磨
か
ら
、
翰
林
待
制
へ
、
『
至
正
金
陵
新
志
』
二
二
下
)
次
の
楊
敬
悪

の
就
任
時
期
か
ら
は
、
泰
定
三
年
に
は
退
任
し
て
い
た
と
思
わ
れ
、
ま
た
、
天
暦
二
年
の
時
黙
で
す
で
に
翰
林
待
制
で
あ
っ
た
資
料
も
あ
る

0

・
楊
敬
恵

(
泰
定
三
年
|
、
台
州
臨
海
、
翰
林
態
奉
か
ら
、

『園
朝
文
類
』

一一一六
)
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-
呉
善
(
至
順
年
間
l
元
統
年
問
、
鏡
州
安
仁
、
集
賢
待
制
か
ら
、
柿
秒
、

『牧
庵
集
』
序
)
『中
庵
集
』
に
も
儒
向
学
提
奉
の
肩
書
き
を
お
び
る
呉

善
の
序
が
あ
る
。『
牧
庵
集
』
序
は
至
順
三
年
の
も
の
、

『中
庵
集
』
は
元
統
二
年
の
も
の
で
あ
る
。

-
余
謙
(
元
統
二
年
|
後
至
元
年
問
、

池
州
、
翰
林
懸
奉
か
ら
、
『
雨
漸
金
石
志
』

一六

「元
西
湖
書
院
重
修
大
成
殿
碑
」
)
元
統
二
年
に
翰
林

感
奉
で
あ
っ
た
余
謙
が
儒
撃
提
撃
に
赴
任
し
て
き
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
次
の
責
潜
と
の
重
複
が
な
い
と
す
れ
ば
、
後
至
元
年
間
に
退
任
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。『
寓
暦
杭
州
府
志
』
巻
九
で
は
、
世
租
の
「
至
元
五
年
」
と
さ
れ
る
が
、

そ
の
根
擦
は
不
明
で
あ
る
。

一二
七
七
|
一一一一
五
七
、
因
子
博
士
か
ら
、
秘
書
少
監
へ
、

『
金
華
黄
先
生
文
集
』
を
末
)『
固

朝
文
類
』
巻
頭
に
「
至
正
元
年
十
一
月
二
十
二
日
准
本
司
提
琴
黄
奉
政
閥
」
と
あ
り
、
至
正
元
年
に
は
赴
任
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

黄
清
(
至
正
元
年
頃
|
三
年
、
婆
州
義
鳥
、

-
班
惟
志
(
至
正
三
年
頃
l
六
年
頃
、
作
梁
、
常
熟
知
州
か
ら
、
集
賢
待
制
へ
、
『
金
石
文
考
略
』

一
五
)
参
考
資
料
所
載
、
及
び

『
金
石
孝

編
未
刻
稿
」
巻
下
に
録
文
さ
れ
る
至
正
三
年

二

一月
立
石
の
「
武
林
開
災
記
」
に
は
、
「
奉
政
大
夫
江
漸
等
庭
儒
準
提
奉
班
惟
志
家
蓋
」
と

り
、
こ
れ
は
至
正
六
年
に
あ
た
る
。
『
首
向
暦
杭
州
府
志
』
巻
九
で
は
「
至
正
二
年
」
と
さ
れ
る
が
、

そ
う
で
あ
れ
ば
先
の
黄
清
と
重
な
り
矛
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あ
る
。
ま
た
、

『銭
塘
先
賢
停
賛
』
の
彼
の
序
文
に
は
、
「
時
至
正
丙
成
上
巳
日
泰
政
大
夫
江
湖
等
虚
儒
撃
提
琴
班
惟
志
謹
識
」
の
署
名
が
あ

盾
す
る
。

-
段
天
祐

(至
正
中
期
、
一
汗
梁
蘭
陽
、
翰
林
鷹
奉
か
ら
、
終
、
『
綴
耕
録
」
七
「
孝
感
」
)
至
正
八
年
に
は
因
子
助
教
で
、
そ
れ
か
ら
二
遷
し
て

任
命
さ
れ
た
。『
寓
姓
統
譜
』
巻

一
O
一
で
は
、
「
未
任
而
卒
」
と
あ
る
。『
蔦
暦
杭
州
府
志
』
巻
九
で
「
泰
定
問
」
に
か
け
ら
れ
る
の
は
誤

り
で
あ
る
。

-
王
大
本
(
主
正
一
五
年
、
台
州
寧
海
、
因
子
博
士
か
ら
、
『
雨
漸
金
石
志
』

一
八
「
杭
州
路
重
建
廟
問
晶
子
之
碑
」
)
参
考
資
料
は
、
彼
が
撰
し
た

至
正

一
五
年
の
立
石
の
碑
で
あ
る
。

『寓
暦
杭
州
府
志
』
巻
九
は
「
至
正

二
一
年
」
と
す
る
。

-
字
文
公
諒
(
至
正
中
期
、
湖
州
蹄
安、

だ
因
子
監
丞
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
直
後
の
時
期
だ
と
考
え
る
。『
蔦
暦
杭
州
府
志
』
巻
九
で
「
文
宗
至
順
間
」
と
さ
れ
る
の
は
誤
り

一
二
九
二
、
園
子
監
丞
か
ら
、
嶺
南
廉
訪
司
事
へ
、

『元
史
』

一
九
O
)
至
正

一
五
年
に
は
、
ま



で
あ
る
。

-
楊
繭
(
至
正
二
二
年
、
集
慶
上
元
、
終
、

『成
化
杭
州
府
志
」
二
三
)
楊
剛
中
の
子
。
「
二
十
二
年
、
守
夏
思
忠
量
購
櫨
併
寺
基
南
北
二
百
歩

東
西
一
百
六
十
歩
新
之
、
翰
林
待
制
孟
肪
撰
記
、
江
漸
儒
拳
提
琴
楊
繭
篤
碑
」
、
及
び
「
元
江
漸
儒
曲
学
提
琴
楊
繭
重
建
廟
撃
碑
」
と
あ
る
。

-
鄭
元
祐
(
至
正
二
四
年
、
慮
州
選
昌
、
平
江
路
拳
数
授
か
ら
、
卒
、
『
僑
呉
集
』
附
録
)

趨
友
商
(
至
正
年
間
、
台
州
責
巌
、
終
、
「
元
詩
選
奨
集
」
丙
)

-
張
揮
(
元
末
、
湖
南
(
其
先
卒
陽
、
寓
揚
州
)
、
終
、
『
梧
渓
集
』
五
)
「以
晦
遮
擢
江
新
提
拳
」
と
あ
り
、
元
に
任
用
さ
れ
た
の
は
こ
れ
が
最

後
で
あ
っ
た
。

-
胡
世
佐
(
元
末
、
台
州
、
『
策
陽
外
史
集
」
三
五
「
書
春
秋
捷
径
後
」
)
明
に
入
っ
て
「
江
漸
儒
拳
提
奉
」
と
呼
ば
れ
た

0

・
陳
徳
永
(
時
期
不
明
、
台
州
黄
巌
、
終
、
『
宋
元
拳
案
」
八
二
)

・
朱
文
建
(
幅
建
儒
撃
提
奉
、
至
正
年
間
、
興
化
甫
田
、
『
宋
文
憲
公
全
集
」
一
一
一
四
)

・
朱
本
(
一
崎
州
路
儒
拳
提
琴
、
至
正
年
問
、
龍
興
豊
城
、

『千
傾
堂
書
目
』
一
)

・
粛
謹
(
一
輔
建
儒
問
晶
子
提
奉
、
至
正
年
間
、
土
口
安
太
和
、
『
蔦
暦
泰
和
志
』
一

O
上
)

・
陳
額
舎
(
幅
州
路
儒
向
晶
子
提
琴
、
至
正
年
間
、
常
州
無
錫
、
翰
林
修
撰
へ
?
、

『
経
済
文
集
』

四
)

・
溢
従
吾
(
幅
建
儒
撃
提
拳
、
至
正
中
期
以
降
、
台
州
黄
巌
、

『弘
治
赤
城
新
志
』
一

O
)

-
程
世
京
(
一
滴
建
儒
挙
提
奉
、
ー
至
正
二
六
年
、
建
昌
南
城
、
翰
林
麿
奉
か
ら
、
集
賢
修
撰
へ
、
『
問
中
金
石
略
』
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一
一
)
程
鎧
夫
の
孫
。
至

正
二
六
年
に
集
賢
修
撰
へ
遷
し
た
と
い
う

『元
人
傍
記
資
料
索
引
』
に
従
う
。

-
卓
説
(
幅
建
儒
拳
提
琴
、
至
正
二
七
年
頃
、
『
善
本
書
室
蔵
書
志
』
二
九
)
阿
部
一
九
七
六
に
よ
れ
ば
、
蓋
湾
中
央
研
究
院
戴
の
『
珠
章
羅

先
生
文
集
』
に
「
至
正
二
十
七
年
龍
集
丁
未
正
月
庚
辰
拙
一
服
建
等
虚
儒
拳
提
奉
卓
説
序
」
と
あ
る
。

一
二
九
八
|
、
終
、
『
悦
文
信
公
集
」
一
一
六
「
明
故
奉
議
大
夫
同
府
長
史
張
公
墓
表
」
)
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-
張
本
(
一噛
建
儒
撃
提
琴
、
時
期
不
明
、
延
卒
特
集
、
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元
統
元
年
の
進
士
で
、
そ
れ
以
降
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
息
子
の
墓
表
に
書
か
れ
た
職
名
で
あ
り
地
方
志
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
た
め
、
疑
わ

し
い
面
も
あ
る
。

副
提
師
事

-
盛
際
(
湖
面
遁
儒
向
島
干
副
提
琴
、
居
鎖
江

主
ハ
先
杭
州
鈴
杭
)、
至
元

一
五
年
以
降
、
絡
、

『至
順
鎮
江
志
』

九

-
陳
立
武

(高川
西
儒
肇
副
提
翠
、
至
元

一
九
年
頃
、

『呉
都
文
粋
績
集
』
一
二
)

-
朱
子
昌
(
漸
西
儒
附
字
副
提
泰
、

一冗
貞
元
年
頃
、
温
州
平
陽
、
『
呉
都
文
梓
績
集
』
六
)

・
李
鎮
(
江
東
道
儒
撃
副
提
奉
、
至
元
二
二
年
頃
!
、
鎖
江
金
壇
、
『
至
順
鎮
江
志
』

一
九
)
儒
皐
提
基
本
ナ
浩
の
兄
。
至
元
二
二
年
の
崖
惑
の

求
賢
に
よ

っ
て
任
用
さ
れ
た
。

で
一
街
門
に
減
ら
す
こ
と
を
命
じ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
、
行
省
軍
位
の
新
街
門
の
儒
撃
副
提
琴
と
し
て
受
け
取
っ
た
。
『松
郷
集
』
巻
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-
陳
友
龍

(元
貞
元
年
、
温
州
永
嘉
、

『廟
祭
典
雄
』
凹

「設
立
随
省
儒
皐
提
翠
司
」
)
参
考
資
料
は
、
儒
挙
提
県
一
向
を
遁
草
位
か
ら
行
省
軍
位

「
重
建
文
公
害
院
記
」
に
は
、
「
皇
上

(成
宗
)
嗣
大
歴
服
、
矯
告
中
外
勉
附
日
加
。
明
年
置
各
省
提
琴
以
敦
教
事
。
永
嘉
陳
君
友
龍
以

朝
廷
首
選
寒
来
江
川
川
、
始
至
起
士
林
子
家
、
偉
復
文
公
害
院
子
奉
化
之
陽
」
と
あ
っ
て
、
併
合
を
機
に
招
か
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

桐
謙

(大
徳
年
問
、
台
州
仙
居、

一
一
一五

一
|
二
三

九
、
翰
林
検
閲
官
か
ら
、
温
台
検
校
所
大
使
、

『張
文
忠
公
文
集
』

一一一一)

の
ち
提

拳
に
も
就
任
し
た
(
提
奉
の
項
目
を
参
照
)
。

-
陳
公
奉

(大
徳

一
O
年
、
婆
州
浦
江
、
翰
林
感
奉
へ
、
『
欽
定
天
職
琳
浪
書
目
」

「
春
秋
分
記
」
)「
春
秋
分
紀
』
の
宋
刻
元
刊
本
に
は
、

「
大
徳
十
年
、
江
漸
等
庭
行
中
書
省
奉
中
書
省
取
備
因
子
監
書
籍
、
令
儒
同
学
副
提
琴
陳
公
邸
学
校
勘
申
解
。
」
と
い
う
書
き
つ
け
が
あ
る
。

白
斑
(
至
一大
間
|
皇
慶
問
、
杭
州
銭
塘

一
二
四
六
|
一
三
二
八
、
常
州
路
数
授
か
ら
、
准
東
盟
倉
大
使

(未
任
)
へ
、
『
宋
文
憲
公
全
集
』

一
九
)
副
提
懇
就
任
嘗
時
、
「
時
都
文
粛
文
原
賓
篤
長
、
輿
先
生
志
気
胞
合
、
奉
刺
得
時
宜
、
文
化
大
行
」
と
あ
っ
て
、
提
血
宇
都
文
原
と
時



期
が
重
な
る
。
ま
た
、
白
斑
自
身
の
『
湛
淵
集
』
「
大
易
集
説
序
」
に
、
「
皇
慶
元
年
春
将
仕
郎
江
漸
等
鹿
儒
皐
副
提
奉
白
斑
序
」
と
い
う
署

名
が
あ
り
、
嘗
時
任
官
し
て
い
た
の
は
確
賓
で
あ
る
。

-
張
理
(
幅
建
儒
撃
副
提
翠
、
延
祐
中
、
臨
江
清
江
、
『
嘉
靖
臨
江
府
志
』
七
)
『千
傾
堂
書
目
』
巻
一

「易
象
圃
説
」
で
は

「奉
茂
材
異
等
第

一硝
建
儒
撃
提
拳
」
と
あ
り
、
そ
れ
を
踏
襲
し
て
提
奉
に
就
任
し
た
と
す
る
資
料
も
あ
る
が
、
地
方
志
の
記
述
に
従
い
た
い
。

一
三

O
O

二
三
ハ
二
、
湖
北
廉
訪
司
書
吏
か
ら
、
海
陽
際
予
へ
、
「
宋
文
憲
公
全
集
』
四
二
)

-
孔
滅

(泰
定
年
間
以
降
、
衛
州
、

襲
瑞
(
|
至
順
二
年
、
鎮
江
(
寓
呉
中
)
、

二
ヱ
ハ
六
|
二
一
三
一
、
宜
春
豚
丞
か
ら
、
的
件
、

『金
筆
黄
先
生
文
集
』一
二
三
)
「
遼
以
従
仕
郎
江

漸
等
庭
儒
附
字
副
提
奉
致
仕
、
命
下
、
先
生
己
卒
子
宜
春
」
と
あ
り
、
{
貫
際
に
は
赴
任
し
て
い
な
い
。

-
程
条
秀
(
元
統
元
年
以
前
、
徽
州
休
寧
、

一
二
六
三
二
二
一三
二
、
終
、
『
新
安
文
献
志
』
七
一
)
提
暴
に
就
任
し
た
と
す
る
資
料
も
あ
る

が
、
墓
志
銘
に
よ
る
。

-
呉
直
方

(
未
だ
上
る
に
及
ば
ず
、
元
統
二
年
か
ら
後
至
元
二
年
の
あ
る
時
期
、
婆
州
浦
江
、

一
二
七
五
|

二
ニ
五
六
、
中
政
院
長
史
へ
、
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『宋
文
憲
公
全
集
』
四
こ

-
陳
族

(元
統
二
年
|
後
至
元
四
年
、
興
化
育
目
、

一
一
一
八
七
|
一
三
四
二
、
園
子
助
数
か
ら
、
翰
林
麿
奉
へ
、
『
元
史
』

一九

O
)

-
陳
遭
(
後
至
元
末

至
正
三
年
頃
、
台
州
臨
海
、

一二
九
六
|
一
三
四
回
、
慶
元
路
知
事
か
ら
、
江
漸
行
省
員
外
郎
へ
、
『
金
華
黄
先
生
文

集
』
一
一
一
八
)
提
琴
の
班
惟
志
が
築
額
を
捨
嘗
し
た
至
正
三
年
の

「武
林
開
災
記
」
を
正
書
し
た
。
「
文
林
郎
江
漸
等
慮
儒
撃
副
提
奉
陳
謹
書
」

と
あ
る
。

李
祁
(
至
正
四
年
|
六
年
頃
、
茶
陵
、

一
二
九
九
、
委
源
豚
同
知
か
ら
、
終
、
『
金
華
黄
先
生
文
集
」

一
O
「
杭
州
路
儒
拳
興
造
記
」
)

「
四
年
夏
儒
問
晶
子
提
奉
班
公
志
方
伸
之
度
木
簡
材
、
市
李
君
祁
来
矯
副
提
奉
」
と
あ
り
、
李
祁
は
、
提
拳
班
惟
志
の
任
期
途
中
で
陳
遣
と
交
替

し
た
。『
高
層
杭
州
府
志
』
巻
九
で
「
至
正
五
年
」
と
す
る
の
は
正
確
で
な
い
。
ま
た
、
至
正
六
年
一
一
月
立
石
の

『雨
湖
金
石
志
』
巻
一

七
所
収
「
元
嘉
興
路
興
奉
向
学
校
碑
」
に
は
「
承
務
郎
江
湖
等
虚
儒
拳
副
提
琴
李
祁
書
」
と
あ
る
。

467 
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-
劉
基
(
至
正
七
年
頃
、
鹿
川
青
田
、
江
西
省
抜
か
ら

(投
劾
の
後
)、
所
東
元
帥
府
都
事
へ

(ま
た
投
劾
の
後
)、

『誠
意
伯
文
集
』
巻
首
)
「
後
矯
江
漸
儒
内
晶
子
副
提
琴
、
震
行
省
考
試
官
」
と
あ
り
、
行
省
で
郷
試
を
行

っ
た
年

(
至
正
な
ら
元
年
か
ら
三
一
年
刻

み
)
と
、
次
の
新
東
元
帥
府
都
市
苧
に
つ
い
た
至
正

二
一
年
を
考
慮
し
、
七
年
頃
と
考
え
る
。

一
三
一

一
|
一
三
七
五
、

-
斐
夢
建
(
至
正
一
一
年
、
未
だ
行
か
ず
、
臨
江
清
江
、

『嘉
靖
臨
江
府
志
』
七
)
進
士
に
登
第
し
て
任
命
さ
れ
た
が
、
兵
愛
に
備
え
て
義
兵

を
募
っ
た
。

-
魯
淵

(
|
至
正
一
四
年
頃
、
建
徳
淳
安
、
華
亭
豚
丞
か
ら
、
伸
件
、

『高
暦
巌
州
府
志
』

二
ハ
)
江
西
副
提
撃
と
す
る
資
料
も
あ
る
が
、
同
単
純

な
間
違
い
で
あ
ろ
う
。

-
銭
惟
普

(|
至
正
二
ハ
年
、
杭
州
銭
塘
、
格
、

『首
問
暦
杭
州
府
士
心
』
七
五
)
張
志
誠
が
卒
江
(
蘇
州
)
に
擦
っ
た
た
め
隠
居
し
た
。

-
洪
欽

(
至
正
一

九
年
頃
、
温
州
、
嘉
興
路
儒
向
晶
子
教
授
か
ら
、
絡
、
『
雨
漸
名
賢
録
』
二
)
『
玩
薪
集
』
巻
七
「
重
修
西
湖
書
院
記
」
に
は
、

妃
等
紋
来
請
文
」
と
あ
り
、

江
南
i折
西
遁
粛
政
廉
訪
使

至丑
正的

公
九重
年墜
に f九
字 州
了西
し i胡
た書
西院
iM 成

喜郡
重聖
修元
品者

記帖
今万三

説児

2E 
を堕

高社
泰書

長重
頼即

主器
工要
。 口

「諜
提
皐洪
馬欽
合以
護士
」人

の宋
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意
味
に
つ
い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
不
明
。

-
葉
庚
居
(
至
正
二
五
年
、
嘉
興

(禽
杭
州
)
、
終
、

『穫
経
曾
元
』
序
)
「
至
正
二
十
五
年
八
月
士
口
日
、
六
世
孫
将
仕
郎
江
川
川
等
慮
儒
挙
副
提
琴

葉
贋
居
百
奔
謹
識
」
と
あ
り
、
同
書
陳
基
序
に
は
、
「
八
ム
喬
孫
今
江
斯
儒
撃
副
提
翠
庚
居
奉
遺
稿
献
之
、
江
漸
行
中
書
右
丞
築
陽
溢
公
命
刻

諸
梓
、
且
禽
書
伴
余
序
其
篇
端
」
と
あ
る
。

-
楊
努
(
至
正
二
六
年
、
杭
州
、

『雨
漸
金
石
志
』
一

八
「
元
郵
鯨
重
修
儒
撃
碑
」
)
至
正
二
六
年
の
碑
に
「
将
仕
佐
郎
江
漸
等
虚
儒
挙
副
提
翠

制
河
楊
葬
書
」
と
い
う
署
名
が
あ
る
。
『
爾
漸
金
石
志
』
の
撰
者
院
元
は
、
こ
の
職
が
方
園
珍
か
ら
授
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
す
る
。

一
九

O
)
李
恒
と
す
る
資
料
も
あ
る
。
提
奉
楊
剛
中
の
甥
。
『
江
寧
金
石
記
」
巻
七
所
載
、
至
正

-
李
桓
(
至
正
年
間
、
集
慶
、
絡
、

『元
史
』

二
年
立
石
の
「
重
建
清
源
廟
碑
銘
」
に
は
「
持
仕
佐
郎
寧
園
路
南
陵
際
主
簿
李
桓
撰
」
と
あ
り
、
そ
れ
以
降
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
な
い
。



方
溶
(
赴
か
ず
、
至
正
年
間
、
ム
ロ
州
臨
海
、

一三
O
七
|
二
二
六
六
、
『
宋
文
憲
公
全
集
』
三
四
)

-
龍
仁
夫
(
就
か
ず
、
時
期
不
明
、
吉
安
永
新
、
|
一
一
二
三
五
、
『
元
史
」

一
九
O
)
の
ち
に
陳
西
儒
撃
提
奉
・
湖
贋
儒
悶
晶
子
提
奉
に
就
い
た
。

-
徐
一
清
(
時
期
不
明
、
婆
州
蘭
渓
、
江
漸
行
省
郎
中
へ
、
『
永
集
大
典
』
三
五
二
人
「
麟
漢
集
」
)
『
蔦
暦
杭
州
府
志
」
巻
九
で
は
、
字
の

「
永
之
」
を
用
い
て
「
世
次
無
考
」
の
「
提
奉
」
に
誤
る
。
お
そ
ら
く
、
『
鞍
耕
録
』
巻
五
「
先
輩
謙
譲
」
の
「
徐
永
之
先
生
矯
江
新
提
奉
」

と
い
う
記
事
に
よ
る
。

-
劉
希
賢
(
時
期
不
明
、
慶
元
郵
懸
、
曾
稽
牒
島
一
'
数
識
か
ら
、
終
、
『
雨
漸
名
賢
録
』
一
一
)
『
千
傾
堂
書
目
』
巻
二
に
も
記
録
さ
れ
る
。

-
都
街
(
未
だ
任
ぜ
ず
し
て
卒
す
、
時
期
不
明
、
杭
州
、
『
元
史
』

一
七
一
己
都
文
原
の
子
で
、
父
の
死
後
、
恩
蔭
に
よ
り
授
け
ら
れ
た
。

-
陶
宗
遅
(
時
期
不
明
、
台
州
黄
巌
、
終
、
『
室
田
史
舎
要
』
七
)
陶
宗
儀
の
従
弟
。

-
聞
人
夢
士
口
(
一
晴
建
儒
挙
副
提
奉
、
力
辞
す
、
至
正

一
八
年
頃
、
委
州
金
華
、

一
二
九
三
l
一
一
一
一
ム
ハ
二
、
泉
州
路
向
学
教
授
か
ら
、
慶
元
路
知
事

65 

へ
(
上
ら
ず
し
て
卒
す
)
、
『
王
忠
文
公
文
集
』
(
北
京
圏
書
館
古
籍
珍
本
叢
刊
九
人
)
一
一
四
)
至
正
一
八
年
九
月
に
李
園
鳳
は
江
南
を
「
経
略
」
す

(
お
)

る
命
を
受
け
て
江
南
に
赴
い
た
。
彼
は
李
園
鳳
の
抜
擢
を
受
け
た
が
、
辞
退
し
た
。

-
王
厚
孫
(
一
帽
建
儒
撃
副
提
琴
、
赴
か
ず
、
至
正
中
期
以
降
、
慶
元
郵
豚
、

一三

O
O
l
一
三
七
六
、
部
武
路
教
授
(
赴
か
ず
)
か
ら
、
終
、

『
清
江
貝
先
生
文
集
」
一
二

O
)
王
嬢
麟
の
孫
。

-
龍
雲
従
(
幅
建
儒
拳
副
提
奉
、
元
末
、
士
口
安
永
新
、
江
漸
行
省
都
事
か
ら
、
物
件
、
『
定
宇
集
』

だ
が
、
「
前
一
噛
建
等
虚
儒
拳
提
奉
塵
陵
龍
雲
謹
序
」
と
あ
る
。
龍
従
雲
と
す
る
資
料
も
あ
る
。

一
七
「
龍
麗
陵
増
贋
通
略
序
」
)
時
期
は
不
明

r、、

、、./

任
官
者
に
つ
い
て
の
分
析
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ま
ず
、
江
漸
行
省
下
の
儒
事
提
奉
任
官
者
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徴
を
述
べ
、
そ
の
後
儒
息
子

4

提
琴
全
韓
に
つ
い
て
も
分
析
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

江
漸
等
慮
儒
曲
学
提
奉
の
就
任
者
に
閲
し
て
は
、
つ
と
に
明
代
の
地
方
志
に
記
遮
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
『
成
化
杭
州
府
志
』
巻
三
七
「
名
{
臣
」
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で
は
、
越
孟
頬

・
楊
剛
中

・
段
天
祐

・
陳
放

・
余
謙
・
黄
漕

・
李
祁

・
李
桓
・
玉
大
本

・
洪
欽
の

一
O
人
を
あ
げ
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、

『蔦
暦
杭
州
府
志
』
巻
九
「
曾
治
職
官
表
二
」
で
は
、
提
琴
一
九
人

・
副
提
琴

二
二
人
を
あ
げ
る
が
、
前
節
の
各
人
の
僚
で
指
摘
し
た
と
お
り
、

(
幻
)

そ
の
年
代
比
定
に
は
か
な
り
の
誤
り
が
含
ま
れ
る
。
明
代
の
地
方
志
だ
け
に
記
録
さ
れ
る
人
物
を
採
用
し
な
か

っ
た
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。

さ
て
、
前
節
の

一
覧
か
ら
ま
ず
わ
か
る
の
は
、
江
湖
行
省
内
に
お
け
る
任
官
が
、
儒
息
ナ
提
奉

一
員

・
副
提
琴

一
員
と
い
う
原
則
に
き
ち
ん
と

沿

っ
て
い
る
と
い
う
貼
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
同
じ
時
期
に
二
人
以
上
が
重
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
に
従

っ
て
考
え
る
と
、
時
期
の
比
定
も
矛
盾

な
く
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
初
期
に
は
遁

(時
に
は
路
)
を
翠
位
と
す
る
儒
肇
提
琴
が
配
さ
れ
、
行
省
内
に
複
数
が
同
時
に
任
官
す

る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
態
は
、
行
省
軍
位
に
移
り
出演
わ
る
成
宗
即
位
を
契
機
と
し
て
見
ら
れ
な
く
な
る
。
ま
た
、

一帽
建
遁
に
つ
い

て
は
江
漸
行
省
と
は
別
に
儒
撃
提
奉
が
任
命
さ
れ
た
時
期
も
あ
り
、

一帽
建
地
方
が
所
属
す
る
地
方
行
政
草
位
の
饗
化
や
元
末
に
お
け
る
首
地
の

(
お
)

樹
立
性
を
反
映
し
て
い
る
。
ま
た
、
何
も
問
題
が
な
け
れ
ば
就
任
し
て
か
ら
三
年
ほ
ど
で
交
替
す
る
人
物
が
多
い
こ
と
も
わ
か
る
。
元
代
の
儒

向
山
子
提
琴
の
遷
縛
に
関
す
る
規
定
を
直
接
明
示
す
る
資
料
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
こ
こ
か
ら
、

一
般
の
外
任
官
と
同
じ
く
三
年
を
一
考
と
し
て
い
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た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

次
に
、
任
官
し
た
人
物
の
傾
向
を
あ
げ
て
い
こ
う
。
ま
ず
、
提
奉
・
副
提
奉
と
も
、
出
身
地
に
つ
い
て
明
確
な
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る。

注
目
す
べ
き
は
、

ほ
と
ん
ど
の
人
物

(八
割
程
)
が
江
湖
行
省
内
の
出
身
者
で
あ
る
熟
で
、

そ
の
中
で
も
明
確
な
地
域
偏
差
が
見
ら
れ
る
。

杭
州
路
の
出
身
者
は
時
期
を
限
ら
ず
多
く
(
七
人
)、
婆
州
路

(五
人
)
・
慮
州
路
(
四
人
)
・
湖
州
路

(三一
人
)
・
温
州
路

(三
人
)
な
ど
杭
州
に
比

較
的
近
い
地
方
の
出
身
者
も
目
立
つ
。
ま
た
、
初
期
に
は
鎮
江
路
の

(凹
人
)、
後
期
以
降
に
は
台
州
路

(一

O
人
)
の
任
官
者
が
多
く
、
そ
れ

は
、
鎮
江
が
元
初
に
江
南
支
配
確
立
の
足
場
に
な
っ
て
い
た
状
況
、
そ
し
て
、
元
末
か
ら
新
東
出
身
者
が
政
治
の
舞
蓋
に
進
出
し
て
い
く
紋
況

を
、
直
接
反
映
す
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
。

彼
ら
の
具
躍
的
な
昇
進
ル

1
卜
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
副
提
琴
か
ら
見
て
い
く
と
、
賓
際
に
就
任
し
て
い
な
い
者
六
人
を
除

く
と
、
最
終
の
履
歴
と
し
て
任
官
す
る
も
の
が
四
割
程
と
最
多
で
あ
る
。
前
任
街
門
と
し
て
は
、
路
撃
数
授

(正
九
)
を
初
め
と
す
る
撃
官
が



最
も
多
く
、
際
丞
(
正
八
)
な
ど
下
級
地
方
官
も
見
え
る
。
こ
こ
か
ら
、
儒
拳
副
提
奉
ポ
ス
ト
は
、
正
七
品
と
官
品
は
低
い
が
、

官
が
昇
進
・
異
動
を
繰
り
返
し
て
最
後
に
た
ど
り
着
け
る
か
ど
う
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
わ
か
る
。
一
方
の
儒
撃
提
奉
に
つ
い
て
は
、

翰
林
感
奉
(
従
七
)
か
ら
護
持
し
た
者
が
最
も
多
く
、
そ
れ
以
外
で
も
翰
林
国
史
院

・
集
賢
院
・
園
子
撃
な
ど
の
中
央
官
で
あ
っ
た
者
の
割
合

が
大
き
い
。
ま
た
、
儒
拳
提
奉
就
任
後
は
、
他
地
方
の
儒
拳
提
奉
へ
移
っ
た
者
や
、
翰
林
園
史
院
・
集
賢
院
の
待
制
(
正
五
)
や
修
撰
(
従
六
)

一
般
的
な
拳

に
移
る
者
が
複
数
見
ら
れ
る
ほ
か
、
副
提
琴
と
同
じ
よ
う
に
、
儒
拳
提
翠
を
最
後
の
履
歴
と
す
る
者
も
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
中
央
の
翰
林

院
・
集
賢
院
・
園
子
監
拳
と
の
人
事
異
動
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
一
般
の
地
方
行
政
官
の
昇
進
ル

l
ト
と
は
異
な
る
儒
事
提
奉
の

昇
進
の
特
徴
で
あ
っ
一
明
ま
た
、
致
仕
直
前
の
職
官
に
な
り
得
た
と
い
う
こ
と
が
、
元
初
に
盛
ん
に
行
わ
れ
た
推
奉
の
際
、
名
血
管
あ
る
初
任
官

と
し
て
儒
撃
提
奉
・
副
提
奉
が
授
け
ら
れ
た
理
由
で
も
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
儒
拳
提
琴
の
中
で
、
同
官
に
お
け
る
一
般
的
な
異
動
の
傾
向
と
は
少
し
異
な
る
昇
進
を
遂
げ
た
者
が
い
る
こ
と
も
、
併
せ
て
指
摘

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
葉
李

・
越
孟
頬

・
都
文
原
の
三
人
で
あ
る
。
最
初
期
に
布
衣
か
ら
任
命
さ
れ
た
葉
李
は
、
か
な
り

の
長
期
に
わ
た
っ
て
儒
拳
提
拳
の
身
分
を
保
ち
、
そ
の
後
尚
書
左
丞
(
正
二
)
へ
移
っ
た
。
越
孟
煩
は
元
来
集
賢
直
撃
士
(
従
四
)
と
し
て
赴
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任
し
、
九
年
の
任
官
を
終
え
て
翰
林
侍
讃
拳
士
(
従
二
)
へ
移
っ
て
い
る
。
都
文
原
の
後
職
は
園
子
祭
酒
(
従
三
)
と
、
中
央
機
関
の
比
較
的

(
泊
)

高
い
身
分
に
異
動
し
た
。
つ
ま
り
、
江
漸
行
省
の
儒
撃
提
奉
の
う
ち
代
表
的
な
人
物
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
三
人
は
、
例
外
的
な
昇
進
を
し
た
の

で
あ
る
。
彼
ら
の
昇
進
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
な
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
葉
李
は
宋
の
好
臣
を
批
判
し
た
経
歴
に
よ
っ
て
特
別
に
取
立
て
ら
れ
、

(
詑
)

江
漸
儒
曲
学
提
琴
に
就
任
し
た
。
彼
が
同
職
に
長
く
居
績
け
、
そ
の
後
中
央
の
行
政
に
参
重
で
き
た
の
も
、
彼
の
持
つ
背
景
が
影
響
し
た
。
趨
孟

煩
に
つ
い
て
も
、
葉
李
と
同
じ
よ
う
な
位
置
づ
け
が
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
越
孟
頬
は
南
宋
王
室
の
末
商
と
し
て
、
奮
南
宋
地
域
が
モ
ン
ゴ

ル
の
支
配
下
に
置
か
れ
た
こ
と
を
明
示
す
る
役
割
を
背
負
っ
て
元
朝
に
出
仕
し
て
い
た
。
次
の
都
文
原
に
閲
し
て
は
、
そ
の
越
孟
頬
と
の
関
係

が
深
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
彼
の
強
力
な
後
押
し
を
受
け
て
中
央
で
の
地
位
を
得
た
こ
と
は
、
ほ
ぽ
開
遣
い
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
彼
ら

三
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
優
遇
措
置
を
受
け
て
い
た
が
、
中
央
へ
遷
縛
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
聞
し
て
は
他
の
儒
皐
提
奉
と
同
じ
で
あ
っ

471 
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た
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
例
外
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
儒
皐
提
奉
濁
特
の
遷
欝
シ
ス
テ
ム
の
特
徴
を
強
調
す
る
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
と
い
い

得
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
江
南
の
出
身
者
が
中
央
官
を
経
て
儒
祭
提
翠
に
任
官
し
、
ま
た
、
中
央
へ
と
還
っ
て
い
く
と
こ
ろ
に
は
、
現
地
出
身

で
、
か
っ
、
中
央
の
意
向
や
動
静
を
見
極
め
た
人
物
を
、
意
園
し
て
儒
四
月
子
提
奉
に
就
け
よ
う
と
し
た
支
配
者
側
の
姿
勢
も
垣
間
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

ひ
き
績
き
、
江
漸
行
省
以
外
の
地
域
に
つ
い
て
、
儒
皐
提
奉

・
副
提
暴
に

つ
い
た
人
物
の
任
官
地
と
出
身
地
を
比
較
し
た
表
を
見
な
が
ら
遮

べ
て
い
こ
う
。
中
書
省
と

一
O
の
行
省
で
仕
官
し
た
人
数
を
見
て
す
ぐ
に
気
づ
く
の
は
、
江
漸
行
省
・
江
西
行
省

・
湖
庚
行
省
の
江
南
三
省
の

任
官
者
が
匪
倒
的
多
数
を
占
め
る
こ
と
で
あ
る
。
遼
陽

・
征
東
・
四
川
・
雲
南
・
甘
粛
そ
れ
ぞ
れ
の
行
省
に
つ
い
て
は
、
任
官
し
た
人
物
が
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
で
四

・
五

・
六

・
二

・
二
人
明
ら
か
に
な

っ
た
し
、
皇
慶
か
ら
延
結
年
開
を
中
心
に
儒
皐
提
奉
司
設
置
の
記
事
も
散
見
す
る
。

し
か
し
、

お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
仁
宗
ア
ユ
ル
パ
ル
ワ
ダ
時
期
の

一
時
的
な
政
策
に
す
ぎ
ず
、

そ
の
任
官
者
た
ち
の
活
動
の
様
子
は
ほ
と
ん
ど
わ
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か
ら
な
い
。
ま
た
、

『元
史
』
に
設
置
年
月
の
記
載
が
な
い
中
書
省

・
河
南
江
北
行
省
に
つ
い
て
は
、
特
別
な
理
由
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

(
抑
)

ぃ
。
さ
ら
に
、
険
西
行
省
の
儒
撃
提
奉
司
に
つ
い
て
も
、

(
お
)

任
じ
ら
れ
て
い
な
い
上
に
、

一
三
二

O
年
ご
ろ
ま
で
の
三

O
年
弱
の
聞
に
議
期

・
王
天
祐

・
孔
弘
這
の
三
人
し
か

一
人
目
の
粛
痴
は
貰
際
に
は
辞
し
て
就
任
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
結
果
か
ら
、
江
南
以
外
に
お
け
る
儒
皐
提

暴
司
の
運
営
が
、
甚
だ
臨
時
的
な
も
の
に
止
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
史
料
の
偏
り
や
現
存
史
料
の
不
足
を
計
算
に
入
れ
て
も
、

江
南
三
省
以
外
で
の
儒
撃
提
琴
司
の
大
き
な
活
躍
を
想
定
す
る
の
は
難
し
く
、
少
な
く
と
も
、
縫
績
的
な
運
昔
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
江
南
三
省
こ
そ
が
儒
皐
提
琴
司
が
恒
常
的
に
機
能
し
た
賓
質
的
範
固
な
の
で
あ

っ
た
。

次
に
、
ど
ん
な
人
物
が
儒
肇
提
奉
に
な
っ
た
の
か
全
程
的
に
考
え
て
い
き
た
い
。
柳
貫
『
柳
待
制
文
集
』
巻
一
七

「
提
琴
司
磨
壁
題
名
序
」

lま
秩
第
五
に
調
う
る
と
錐
も
、
而
れ
ど
も
校
庫
序
の
上
に
臨
援
す
。
曹
務
甚
だ
簡
た
れ
ど
も
、
師
資
繋
る
依
、
館
閤
掌
故
の
目
あ
り
て
、
設
耳

賓
の
晶
兼
ね
て
茂
ん
な
る
者
に
非
ざ
れ
ば
、
固
よ
り
宜
し
く
之
に
居
る
べ
き
莫
し
。
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儒拳提塁走・副提奉の出身地と任官地 (1277-1368年)

台ぞを 中書 遼陽 陳西 四川 河南 湖底 江西 江i折 他 不明 計

中書 4 I l 6 

遼陽 3 l 4 

征東 4 l 5 

侠西 5 3 I 9 

四川 l l l I 2 6 

雲南 1 11) 2 

甘粛 2 2 

河南江北 2 l 2 2 7 

湖底 2 l 3 4 11 2 23 

江西 2 2 2 l 17 12 12) 4 41 

江i折 3 l 7 60 5 76 

不明 I 3 3 7 

計 19 。 4 4 4 6 38 90 2 21 188 

表

と
あ
り
、
儒
的
晶
子
提
奉
は
従
五
品
と
官
秩
は
低
い
が
、
そ
の
責
務

は
名
だ
た
る
先
達
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
た
よ
う
に
、
館
閣
に
あ

る
べ
き
掌
古
に
優
れ
た
者
で
な
い
と
務
ま
ら
な
い
く
ら
い
重
大

だ
と
述
べ
る
。
江
所
行
省
以
下
の
任
官
者
だ
け
を
振
り
返
っ
て

み
て
も
、
業
李
ら
三
人
だ
け
で
な
く
、
黄
潜
や
劉
基
の
よ
う
に

ムスリム (生於武昌)

中
央
の
政
治
に
関
わ
っ
て
い
く
人
物
や
、
首
代
の
文
撃
を
代
表

す
る
人
物
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
儒
挙
提
奉
司
は
、
そ
の
名
の

と
お
り
優
れ
た
人
材
が
集
ま
る
街
門
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
え

ょ
う
。
再
び
表
に
戻
っ
て
分
析
を
進
め
る
と
、
江
漸
行
省
・
江

69ー

西
行
省
出
身
者
の
数
の
多
さ
は
、
こ
の
地
域
に
そ
の
よ
う
な
遁

2)丁鶴年

任
の
人
物
が
た
く
さ
ん
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
江
漸
行
省
下
の

儒
拳
・
書
院
に
お
け
る
活
動
が
他
省
に
比
し
て
最
も
盛
ん
で
あ

(
お
)

る
こ
と
も
、
そ
の
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
遼
陽

モンゴル (居成都)

行
省
や
征
東
行
省
の
儒
撃
提
奉
司
を
江
西
行
省
出
身
者
が
占
め

て
い
る
の
も
印
象
的
で
あ
り
、
人
的
結
合
に
よ
る
縫
承
関
係
が

指
摘
で
き
る
。
さ
ら
に
注
目
し
た
い
の
は
、

モ
ン
ゴ

ル
や
そ
の

1)婆理翰

他
チ
ャ
イ
ナ
プ
ロ

パ
l
外
か
ら
の
任
官
が
極
め
て
少
な
く、

ま

た
、
出
身
の
行
省
内
で
任
官
す
る
割
合
が
非
常
に
高
い
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
多
く
の
官
職
の
中
で
も
特
異
で



474 

あ
る
。
そ
の
特
異
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
行
省
官
や
路
官
に
閲
す
る
先
撃
の
分
析
結
果
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
植
松
正
氏
に
よ
る
江
南

三
省
の
行
省
官

(参
知
政
事
以
上
)
の
出
身
分
析
で
は
、

六
八
年
の
三
期
に
分
け
て
統
計
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
各
時
期
を
逼
じ
て
「
外
民
族
系
」
の
割
合
が
五
O
%
を
越
え
て
お
り
、
逆
に
「
南
中

一
二
七
三
年
!
一

三
O
六
年、

一
三
O
七
年
l
二
二
三
二
年
、

二
二
三
三
年
l
二
ニ

園
」
出
身
者
は
二
割
に
満
た
な
い
。
第
二
期
が
最
も
極
端
で
あ
り
、
そ
の
割
合
は
そ
れ
ぞ
れ
六
九
%
と
O
、
九
%
に
な
っ
て
い
る
。
ト
ッ
プ
ク

ラ
ス
の
江
南
の
行
省
官
に
は
、
江
南
出
身
者
は
ほ
と
ん
ど
就
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
太
田
禰
一
郎
氏
に
よ
る
鎮
江
路

(
お
)

官
の
出
身
分
析
も
、
釘
照
材
料
と
し
て
と
り
あ
げ
た
い
。
路
官
の
出
身
地
に
つ
い
て
太
田
氏
が
ま
と
め
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
路
官
に
つ
い
て

も
、
ダ
ル
ガ
チ
か
ら
線
管
・
同
知
府
事
・
治
中
・
判
官
ま
で
は
江
南
出
身
者
の
任
官
が
極
端
に
抑
え
ら
れ
て
お
り
、
推
宮
以
下
、
経
歴
等
首
領

(
ぬ
)

官
に
至
っ
て
初
め
て
地
元
や
近
接
路
出
身
者
が
採
用
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
江
南
の
地
方
行
政
官
に
は
「
漢
人
」
の
官
吏
が
多
く
、
「
南

人
」
の
就
任
は
極
め
て
少
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
、
儒
撃
提
奉
司
の
任
用
は
、
江
南
三
省
内
で
相
互
の
出
入
り
が
あ
る
こ
と
な
ど
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を
除
き
、
基
本
的
に
現
地
出
身
者
が
任
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
儒
撃
提
奉
司
の
任
用
の
形
態
が
、
江
南
に
お
け
る
一
般
行
政
官
吏
の
任

(ω
)
 

用
の
原
則
と
は
全
く
異
な

っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
異
例
の
人
材
起
用
法
が
行
わ
れ
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
儒
附
晶
子
提
拳
司
が
持
つ
役
割
を
、

現
地
出
身
者
た
ち
自
ら
に
果
た
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
儒
撃
提
奉
司
の
役
割
や
立
場
は
ど
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
る
の
か
、
次
章
以
下

で
述
べ
て
い
き
た
い
。

諸
機
関
と
の
閥
係

こ
れ
ま
で
の
諸
研
究
に
よ
り
、
元
代
の
儒
向
学
提
琴
の
職
掌
に
つ
い
て
は
、
そ
の
輪
郭
が
し
だ
い
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
例
え
ば
、
李
治

安
氏
は
、
『
元
史
』
百
官
志
の
記
述
以
外
に
詳
細
な
惇
記
が
残
る
柄
謙
や
柳
貫
な
ど
の
事
績
を
中
心
に
か
か
げ
て
、
儒
附
晶
子
提
奉
が
地
方
官
事
や

儒
戸
戸
籍
を
掌
握
し
郷
試
に
か
か
わ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
。
宮
紀
子
氏
は
、
『
図
書
章
園
』
出
版
の
具
龍
的
経
緯
を
述
べ
て
、
儒
向
学
提
泰

司
と
粛
政
廉
訪
司
が
書
物
の
呈
進
と
保
奉
を
行
っ
た
状
況
を
詳
細
に
論
じ
た
。
前
稿
で
は
、
儒
副
学
提
奉
司
が
持
つ
推
奉
や
試
験
に
釣
す
る
人
事



(
位
)

面
で
の
権
限
や
、
向
学
校
の
敬
育
か
ら
政
治
や
経
済
的
な
側
面
に
わ
た
る
職
務
や
権
力
の
背
景
に
、
地
方
挙
校
を
管
轄
す
る
宋
代
の
提
奉
息
事
司

の
性
格
が
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
儒
拳
提
琴
司
の
関
わ
る
分
野
は
多
岐
に
わ
た
っ
た
が
、
そ
の
役
割
を
総
じ
て
吾
一
守
え
ば
、
有
司
な
ど
の
諸
勢

力
か
ら
拳
校
、

ひ
い
て
は
そ
こ
に
閥
わ
る
諸
人
を
守
る
代
表
者
と
し
て
、
嘗
地
の
拳
校
教
育
を
振
興
し
、
皐
校
の
内
外
折
衝
の
一
定
部
分
を
引

(

川

町

)

き
受
け
て
行
っ
て
い
た
。

た
だ
し
、
儒
拳
提
奉
司
は
、
島
ナ
校
書
院

・
数
育
の
全
て
の
面
に
わ
た
っ
て
決
定
権
を
付
奥
さ
れ
て
い
た
語
で
は
な
く
、
彼
ら
が
自
ら
管
轄
で

き
る
範
固
に
は
そ
れ
な
り
の
制
限
が
あ

っ
た
。
例
え
ば
、
個
人
の
傍
記
で
賞
賛
さ
れ
る
の
と
は
遣
っ
て
、
多
額
の
費
用
を
必
要
と
す
る
皐
校
や

書
院
の
建
設
や
重
修
に
儒
撃
提
琴
が
中
心
的
な
立
場
で
開
わ
る
例
は
、
相
封
的
に
は
多
く
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
建
設
・
重
修
の
記
念
碑
が
建

(
叫
)

て
ら
れ
る
に
あ
た
り
、
そ
の
碑
記
の
最
後
に
列
奉
さ
れ
る
地
域
の
関
係
者
の
欄
に
、
儒
島
ナ
提
琴
司
が
あ
げ
ら
れ
な
い
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。
も
ち

(
M
W
)
 

ろ
ん
、
儒
拳
提
琴
が
記
念
碑
の
撰
・
書
官
局
や
築
額
の
作
成
に
あ
た
る
こ
と
は
多
く
、
確
か
に
、
こ
の
よ
う
な
撰
寓
の
仕
事
こ
そ
が
、
才
能
を
生

か
す
場
で
あ
り
、
か
つ
名
前
を
残
す
機
舎
で
も
あ
っ
た
。
た
だ
、
莫
大
な
銭
糧
を
必
要
と
す
る
仕
事
は
、
有
司
や
監
司
が
賓
質
的
に
管
轄
し
、
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組
織
聞
で
協
力
し
て
慮
理
す
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
そ
の
よ
う
な
諸
機
関
と
儒
拳
提
奉
司
の
聞
に
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
儒
皐
提
奉
司
は
、
行
省
直
属
の
宮
司

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
な
が
ら
、
第

一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
中
央
の
文
章
系
統
官
と
の
相
五
の
人
事
異
動
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
至

(
刊
)

元
二
四
年
に
定
め
ら
れ
た
、
集
賢
院
と
儒
息
子

4

提
琴
司
は
中
央
と
地
方
各
々
の
数
育
機
関
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
と
す
る
枠
組
み
を
前
提
と
し
、
同
じ

間
晶
子
校
・
数
育
系
統
の
官
職
と
し
て
、
或
い
は
文
章
執
筆
官
と
し
て
、
相
互
に
異
動
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
『
元
史
」
巻

二
四
「
仁
宗
本
紀
こ
至
大
四
年
閏
七
月
丁
卯
の
僚
に
、

完
淳
・
李
孟
等
言
え
ら
く
、
方
今
儒
者
を
進
用
す
る
も
、
而
れ
ど
も
老
成

日
ご
と
に
以
て
凋
謝
す
。
四
方
儒
士
の
成
才
の
者
、
請
う
ら
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く
は
擢
し
て
園
拳
・
翰
林
・
秘
書

・
太
常
或
い
は
儒
撃
捷
基
金
守
職
に
任
じ
、
挙
者
を
し
て
激
動
す
る
所
有
ら
し
め
ん
こ
と
を
。
と
。
帝
日

く
、
卿
の
言
是
な
り
。
自
今
資
級
を
限
る
勿
く
、
果
し
て
才
に
し
て
賢
な
れ
ば
、
自
身
と
難
も
亦
た
之
を
用
い
よ
。
と
。
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と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
因
子
監
・
園
子
撃
や
翰
林
園
史
院
、
秘
書
監
、
太
常
寺
な
ど
の
街
門
は
、
漢
文
書
や
儀
曜
に
つ
い
て
知
識
を
必
要
と
す

る
貼
で
、
儒
撃
提
琴
司
と
類
似
性
を
持
つ
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
よ
う
な
認
識
の
も
と
、
翰
林
院
、
集
賢
院
、
因
子
撃
な
ど
は
、
儒
拳
提
奉
・

副
提
風
情
と
の
相
互
昇
鱒
ル

l
ト
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
結
果
、
地
元
出
身
の
官
が
中
央
に
任
官
し
た
の
ち
跨
っ
て
き
て
儒
拳
提
琴
に
就

く
よ
う
な
事
例
も
多
く
み
ら
れ
た
。
同
時
に
、
儒
捗
ナ
提
奉
司
か
ら
の
提
案
は
、
直
接
、
中
央
の
集
賢
院
や
因
子
監
に
傍
え
ら
れ
る
も
の
も
あ
っ

(
特
)

た
。
文
書
の
移
動
が
明
確
に
規
定
さ
れ
た
元
代
に
お
い
て
は
、
唐
突
な
ル

l
ル
違
反
の
移
文
が
通
常
な
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
く
、
人
的
つ
な

が
り
以
外
で
も
、
儒
撃
提
暴
司
が
地
方
行
政
系
統
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
中
央
の
数
育

・
文
化
機
関
と
直
接
に
深
い
つ
な
が
り
を
有
し
た
誼
左

と
な
る
。

一
方
、
地
方
に
お
け
る
儒
拳
提
奉
司
の
立
場
は
、
そ
の
職
務
内
容
に
影
響
を
受
け
て
い
る
。
制
度
上
は
行
省
の
も
と
に
置
か
れ
た
機
関
で
あ

り
な
が
ら
、
監
察
機
関
と
の
活
滋
な
や
り
取
り
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
提
刑
按
察
司
及
び
粛
政
廉
訪
司
が
、

(
約
)

校
」
を
職
務
と
し
て
明
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
琵
令
文
書
で
は
な
い

元
来
「
勉
勘
同
字
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『
程
雲
棲
先
生
文
集
』
袋
二
、
南
陽
書
院
の

「
題
名
記
」
に
も
、

aT校
を
勉
附
す
る
は
使
臣
の
職
な
り
。

(
卯
)

と
あ
る
よ
う
に
、
い
く
つ
か
あ
る
督
撃
機
関
の
中
で
も
最
も
重
要
な
立
場
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
た
め
、
教
育
が
ら
み
の
懸
案

を
解
決
す
る
過
程
で
、
儒
撃
提
琴
司
と
監
司
が
接
個
別
を
持
つ
の
は
嘗
然
の
成
り
行
き
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
宋
代
に
作
ら
れ
た
提
奉
撃
事
の

任
務
は
、
あ
く
ま
で
も
監
司
(
監
察
官
)
の
範
障
で
と
ら
え
ら
れ
た
。
華
北
で
は
、
金
代
か
ら
元
初
に
か
け
て
、
地
方
行
政
章
位
で
あ
る
路
に

置
か
れ
て
地
方
官
的
な
存
在
に
嬰
化
し
て
い
っ
た
の
に
釘
し
、
江
南
に
設
け
ら
れ
た
儒
拳
提
奉
司
は
、
南
宋
の
制
度
を
受
け
繕
い
で
、
本
来
の

監
司
的
性
格
を
色
濃
く
の
こ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
具
種
的
に
は
、
推
薦
の
場
面
・
撃
校
や
書
院
の
建
設
場
面
な
ど
で
、
監
察
系
統
の
官
と
直
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
推
薦
の

場
面
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
江
南
の
人
々
が
出
仕
す
る
過
程
で
は
、
監
察
系
統
を
通
し
て
の
保
奉
(
歳
貢
、
成
材
・
茂
異
)
や
、
華
北
か
ら
赴
任

し
て
き
た
官
僚
た
ち
に
よ
る
推
奉
が
、
大
き
な
縛
機
と
な
る
場
合
が
多
く
、
そ
の
た
め
、
儒
皐
提
拳
は
人
材
を
推
薦
す
る
役
割
を
持
っ
て
い
る



と
い
っ
て
も
、
彼
ら
の
推
薦
の
み
で
高
官
に
の
ぼ
る
遁
が
聞
け
る
諜
で
は
な
か
っ
た
。
賓
際
に
は
、
推
薦
の
大
き
な
シ
ス
テ
ム
中
で
、
撃
校
に

最
も
近
い
と
こ
ろ
で
個
人
と
諸
機
闘
を
結
び
つ
け
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
立
場
は
、
自
身
が
推
薦
を
受
け
て
儒
拳
提
拳
に
就
く
場
合
に
も
反
映

さ
れ
る
。
『
滋
渓
文
稿
』
巻
八
「
元
故
集
賢
拳
士
園
子
祭
酒
太
子
右
論
徳
粛
貞
敏
公
墓
誌
銘
」
に
は
、

故
贈
成
寧
貞
献
王
野
仙
銭
木
児

親
し
く
息
子
を
許
文
正
公
に
受
け
、
深
く
治
園
用
賢
の
説
を
知
り
、
侠
西
行
省
卒
章
と
震
る
に
及
び
、
公

井
び
に
故
四
川
憲
副
劉
季
偉
の
姓
名
を
朝
に
登
ず
。
曾
ま
参
政
越
彦
津

提
参
同
学
校
官
を
立
つ
る
を
請
い
、
公
を
薦
め
て
其
の
選
に
首
つ

可
し
と
す
。
之
を
久
し
く
し
て
、
制
下
り
、
公
に
承
務
郎

・
陳
西
儒
拳
提
琴
を
授
く
。
蓋
し
貞
献
王
及
び
趨
公
の
言
に
従
う
な
り
。
省
憲

公
の
職
に
就
く
を
請
う
も
、
公
書
を
以
て
辞
し
て
日
く
、
:
:
:

と
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
行
省
と
憲
司
と
が
と
も
に
就
職
を
勤
め
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
他
の
儒
拳
提
琴
経
験
者
が
そ
の
職
に
就
く
こ
と
に
な

っ
た
経
緯
を
み
て
も
、
そ
の
推
薦
者
の
身
分
は
憲
司
・
監
司
の
官
、
集
賢
官
な
ど
の
中
央
文
書
関
係
官
、
行
省
官
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
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有
司

・
憲
司
雨
方
に
直
接
関
わ
る
よ
う
な
、
儒
撃
提
琴
司
の
立
場
を
反
映
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

人
事
の
場
面
だ
け
で
は
な
く
、
儒
島
ナ
提
琴
が
行
っ
た
と
賞
賛
さ
れ
る
建
設
や
重
修
も
、
多
く
の
官
臆
と
直
接
交
渉
を
持
つ
中
で
、
賓
行
に
移

さ
れ
て
い
っ
た
。
例
え
ば
、
戴
表
元

『剣
源
集
」
巻
一

「
和
靖
書
院
記
」
に
お
い
て
は
、

元
貞
丙
申
冬
、
部
使
者
曹
南
の
完
顔
公
貞

越
を
接
ず
る
に
、
門
下
に
詣
り
て
言
う
有
り
、

日
く
、
:
:
:
。
公
之
を
聞
き
興
り
て
日
く
、

量
我
に
在
ら
ざ
ら
ん
や
。
と
。
即
ち
其
の
事
を
拳
官
に
属
し
、
撃
官
は
以
て
提
息
一
皐
事
に
聞
し
、
以
て
郡
若
く
は
宣
慰
司
に
詑
げ
、
以
て

省
府
に
上
し
、
報
下
る
こ
と
請
の
如
し
。

と
あ
り
、
監
察
御
史
は
書
院
の
建
設
の
要
請
を
受
け
る
と
、
た
だ
ち
に
向
晶
子
宮
に
委
喝
し
、
そ
れ
が
儒
拳
提
奉
へ
と
惇
え
ら
れ
た
。
儒
拳
提
暴
は

有
司
や
宣
慰
司
へ
文
書
を
迭
り
、
そ
の
案
件
が
さ
ら
に
上
層
機
関
に
傍
達
さ
れ
て
い
く
様
子
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
嘗
地
を
訪
れ

た
監
察
官
が
、
附
晶
子
宮
や
儒
拳
提
奉
か
ら
の
上
申
を
受
け
て
向
学
校
・
書
院
の
荒
麿
を
知
り
、
方
々
か
ら
お
金
を
集
め
た
り
、
品
回
園
地
の
有
司
と
協
力
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し
た
り
し
て
建
設
を
行
う
例
は
枚
奉
に
暇
な
い
。
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こ
の
よ
う
な
様
々
な
場
面
に
お
け
る
儒
向
晶
子
提
琴
司
と
他
機
関
の
関
係
を
、
江
所
行
省
を
例
に
と
り
、
わ
か
り
や
す
く
簡
略
化
し
て
園
示
し
て

み
た
い
。
①
、
①
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
上
が
上
位
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
儒
島
一
4

提
風
情
司
が
ど
の
街
門
と
や
り
取
り
が
あ
る
の
か
を
示
し
た

も
の
で
あ
る
。

①
 

冗
貞
元
年
五
月
省
併
以
前
(
至
元
二
九
年
の
例
)

江
所
行
省

以
川
西
遁
儒
皐
提
琴
司
|
|
江
南
湖
西
遁
縮
政
廉
訪
司

湖
東
遁
宣
慰
司
|
|
漸
東
遁
儒
皐
提
翠
司
|
|
湖
東
海
右
遁
粛
政
廉
訪
司

江
東
這
宣
慰
司

|
l江
東
遁
儒
撃
提
琴
司
|
|
江
東
建
康
道
粛
政
廉
訪
司

一
帽
建
道
宣
慰
司
|
|
一
晴
建
遁
儒
皐
提
琴
司
|
|
一
硝
建
遁
粛
政
廉
訪
司

①' 

元
貞
元
年
五
月
以
後

江
断
行
省
|
1
1
江
漸
等
庭
儒
肇
提
琴
司

「
|
(
稲
建
遁
儒
皐
提
繁
司
)

江
南
漸
西
遁
粛
政
廉
訪
司

74 -

所
東
海
右
遁
粛
政
廉
訪
司

江
東
建
康
遁
粛
政
廉
訪
司

一
帽
建
贋
東
遁
粛
政
廉
訪
司

② 

集
賢
院

因
子
準

儒
島
ナ
提
奉
司
|
|
各
地
方
皐
校
書
院

腹
裏
内
各
同
学
校
書
院

①
と
①
は
地
方
に
お
い
て
儒
撃
提
拳
司
が
行
省
の
直
轄
機
関
で
あ
り
な
が
ら
、
賓
際
に
は
、

宣
慰
司
や
提
刑
按
察
司

・
粛
政
廉
訪
司
と
の
移
文

を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
元
貞
年
間
に
行
省
軍
位
に
減
ら
さ
れ
て
以
降
は
、
粛
政
廉
訪
司
よ
り
も
贋
い
範
園
を
管
轄
す
る
こ
と
に

な
っ
た
た
め
に
、
自
分
よ
り
管
轄
範
園
が
狭
い
粛
政
廉
訪
司
へ
申
文
を
の
ぼ
す
と
い
う
、
饗
わ
っ
た
移
文
が
行
わ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
②
は



中
央
諸
機
関
と
の
関
係
で
あ
る
。
中
央
の
集
賢
院
が
数
育
管
轄
機
関
と
し
て
ト
ッ
プ
に
立
ち
、
そ
の
も
と
で
因
子
監
と
儒
拳
提
琴
司
が
中
央
と

地
方
を
捨
嘗
す
る
。
た
だ
し
、
品
般
の
遠
い
か
ら
、
儒
拳
提
奉
は
園
子
監
に
も
申
文
を
迭
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
の

固
か
ら
、
儒
息
ナ
提
奉
司
は
、
役
所
の
規
模
に
比
し
て
、
か
な
り
贋
い
管
轄
範
園
・
移
文
の
範
園
を
持
っ
た
様
子
が
看
取
で
き
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
管
轄
範
囲
の
横
大
と
は
逆
行
す
る
局
地
的
な
活
動
の
深
化
も
見
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
賓
際
の
活
動
を
細
か
く
見
て

い
く
と
、
江
漸
行
省
の
場
合
、
一
方
で
行
省
の
全
種
を
見
渡
し
な
が
ら
、
他
方
で
官
廃
の
所
在
地
で
あ
る
杭
州
路
の
路
撃
や
西
湖
書
院
と
、
特

別
に
密
な
繋
が
り
を
示
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、
至
正
年
聞
に
二
度
行
わ
れ
た
杭
州
路
撃
の
重
修
に
際
し
て
、
儒
撃
提
奉
が
二
度
と

(
日
)

も
記
念
碑
の
文
章
を
提
供
し
て
い
る
。
ま
た
、

『雨
漸
金
石
志
』
巻
一
四
「
元
加
孔
子
競
詔
碑
」
は
、
大
徳
一
一
年
の
「
加
封
孔
子
制
詰
」
が

(
沼
)

西
湖
書
院
に
建
て
ら
れ
た
経
緯
を
述
べ
、

皇
元
大
徳
丁
未
、
始
め
て
大
成
の
競
を
加
う
る
は
、
其
れ
褒
稽
の
隆
蔑
を
以
て
倫
ぶ
を
致
す
所
以
な
り
。
後
二
十
九
年
、
儒
拳
提
奉
臣
余

謙

・
副
提
奉
臣
陳
族

謂
え
ら
く
、
名
詔
の
{
じ
の
郡
邑
皐
院
に
頒
せ
ら
れ
、
皆
な
諸
を
石
に
勤
す
る
も
、
而
れ
ど
も
葱
濁
り
鉄
く
。
と。
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是
に
於
て
、
臣
謙

隷
古
を
粛
し
て
之
を
書
き
、
刻
し
て
廟
門
に
樹
て
し
め
、
用
て
休
命
を
揚
げ
、
無
窮
に
昭
示
す
。
厭
れ
惟
う
に
称
な

る
か
な
。
至
元
二
年
丙
子
歳
秋
九
月
甲
子
、
西
湖
書
院
山
長
臣
陳
泌

奔
手
稽
首
し
て
謹
ん
で
書
す
。

と
す
る
。
大
徳
二
年
の
二
九
年
後
、
す
な
わ
ち
後
至
元
二
年
頃
、
各
地
で
見
ら
れ
る
「
加
封
孔
子
制
詰
」
の
碑
を
、
儒
拳
提
奉
が
中
心
と
な

っ
て
、
杭
州
に
も
建
て
た
様
子
が
わ
か
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
儒
撃
提
奉
が
庚
域
の
儒
撃
・
書
院
(
皐
院
)
を
管
轄
し
つ
つ
、
特
に
力
を
注
い
だ

の
は
治
所
の
あ
る
杭
州
で
あ
っ
た
状
況
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
書
巻
一
六
「
元
西
湖
書
院
重
修
大
成
殿
碑
」
に
は
、

元
統
二
年
秋
、
大
成
殿
東
南
角
壊
る
。
:
:
:
翰
林
余
公
謙
・
因
子
助
教
陳
公
放
、
江
析
の
曲
学
事
を
提
奉
し
、
葦
し
深
く
之
を
憂
う
。
至
元

元
年
乙
亥
秋
、
魯
郡
胡
公
租
康
、
江
西
行
省
参
知
政
事
よ
り
来
り
て
粛
政
廉
訪
使
と
矯
る
。
凡
そ
工
債
の
未
だ
庚
わ
ざ
る
者
、
日
ご
と
に
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庭
に
訴
え
、
乃
ち
提
琴
に
詞
ぬ
。
提
奉
其
紋
を
胡
公
に
白
す
に
、
墨
然
と
し
て
以
て
己
の
任
と
篤
し
、
即
ち
翼
定
寓
戸
府
鎮
撫
符
公
倫
に

撤
し
て
、
:
:
:
。
時
に
漸
東
遁
宣
慰
使
銭
木
寄
公
来
り
て
憲
司
の
事
を
監
し
、
治
室
田
侍
御
史
街
郡
李
公
嘉
賓
江
川
削
省
事
を
参
知
す
。
胡
公
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之
と
輿
に
謀
り
て
、
儒
司
を
し
て
漸
右
郡
際
問
学
書
院
の
羨
財
を
以
て
之
を
助
け
し
む
。
;
:
:

と
あ

っ
て
、
江
所
出
身
の
余
謙
と
陳
族
が
中
央
か
ら
戻
っ
て
き
て
、
有
司

・
憲
司
と
協
力
し
て
重
修
に
あ
た
る
様
子
が
述
べ
ら
れ
る
。
彼
ら
は
、

儒
人
た
ち
を
代
表
し
て
諸
機
関
と
交
渉
し
て
い
く
役
割
を
、
明
ら
か
に
背
負
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

杭
州
路
下
の
出
版
と
儒
皐
提
翠
司

前
章
で
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
儒
向
晶
子
提
拳
司
の
影
響
力
は
そ
の
官
鷹
の
所
在
地
に
お
い
て
極
端
に
強
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
杭
州
路
下
の

建
設
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
官
が
関
わ
る
出
版
と
い
う
側
面
か
ら
も
指
摘
で
き
る
。
儒
叩
晶
子
提
奉
司
が
出
版
に
閥
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
行

(
日
)

研
究
で
論
詰
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
杭
州
路
下
の
出
版
に
絞
っ
て
述
べ
て
み
た
い
。
ま
ず
、
周
知
の
史
料
と
も
い
え
る

『園
朝
文

類
』
巻
頭
の
命
令
文
を
例
に
あ
げ
よ
う
。
注
目
し
た
い
の
は
、
後
至
元
二
年

二
一
月
の
日
づ
け
が
見
え
る
こ
の
命
令
文
に
お
い
て
、
昔
時
江
漸

憲
司
合
下
に
仰
せ
て
照
験
し
、
本
司
副
提
奉
陳
登
仕
に
委
自
し
、
本
職
を
妨
げ
ず
、
校
勘
繕
窮
し
施
行
せ
ら
れ
よ
。
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儒
拳
副
提
琴
だ
っ
た
陳
放
は
、

と
あ
る
江
南
漸
西
遁
粛
政
廉
訪
司
の
指
俸
を
受
け
た
後
、
引
き
績
き
同
じ
内
容
の
笥
付
を
行
省
か
ら
受
け
取

っ
た
上
で
、
校
勘
作
業

・
印
刷
の

責
任
を
櫓
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
過
程
で
は
、
儒
皐
提
琴
司
が
行
省
と
廉
訪
司
雨
方
の
命
令
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
同
時
に
、
杭
州
路
に
あ

る
西
湖
書
院
と
儒
問
晶
子
提
琴
司
と
の
開
係
も
浮
か
ん
で
く
る
。
ま
た
、
劉
因
『
四
書
集
義
精
要
」
三
六
巻
の
巻
頭
に
も
同
様
の
牒
文
が
附
さ
れ
、

そ
の
中
に
引
用
さ
れ
る
江
断
行
省
の
笥
付
に
は
、

今
本
書
八
加
を
将
て
此
に
随
い
て
接
去
し
、
合
下
に
仰
せ
て
照
験
し
、
儒
進
官
員
に
委
自
し
、
杭
州
路
官
と
輿
に
、
上
に
依
り
て
法
の
如

く
繕
霧
成
秩
し
、
校
勘
針
讃
し
て
差
無
く
ん
ば
、
刊
梓
印
布
せ
よ
。

と
あ
り
、
牒
文
の
後
に
、
「
供
給
」

・「
繕
篤
」
・

「針
讃
」
と
責
任
に
あ
た
る
諸
官
吏
の
名
前
が
列
摩
さ
れ
る
。
こ
の
本
は
儒
拳
提
奉
司
と
杭
州

路
が
共
同
で
出
版
し
た
例
で
あ
る
。



こ
れ
ら
が
出
版
さ
れ
た
至
順
年
間
か
ら
至
正
年
間
(
特
に
至
正
初
)
に
か
け
て
は
、
杭
州
路
下
に
お
け
る
官
刻
が
非
常
に
盛
ん
に
行
わ
れ
た

時
期
に
あ
た
る
。
楊
桓
の
撰
に
か
か
る
『
書
拳
正
韻
」
及
び
「
六
書
統
」
・
『六
書
統
湖
原
』
は
、
至
大
年
聞
に
刻
さ
れ
た
も
の
が
元
統
年
間
に

余
謙
に
よ
っ
て
重
修
さ
れ
、
後
至
元
年
聞
に
重
印
さ
れ
て
今
日
に
残
っ
て
い
る
。
ま
た
、
元
統
二
年
刊
の
劉
敏
中

『中
庵
先
生
劉
文
筒
公
文

集

の

江
i折
等

書
拳
提
奉
番
呉
善

の
序

は

己
に
し
て
左
轄
秋
公
文
叔
・

参
政
王
公
叔
能
・
憲
副
吾
賓
吉
泰
公

聞
き
て
其
の
事
を
嘉
し
、
其
の
書
を
江
川
間
儒
司
に
下
し
、
賭
拳
羨
銭

を
以
て
之
を
成
す
。

と
あ
っ
て
、
呉
善
自
身
が
そ
の
出
版
の
責
任
者
と
な
っ
た
こ
と
を
示
す
。
さ
ら
に
、
泰
定
元
年
刻
の
『
文
献
通
考
」
も
、
後
至
元
五
年
に
余
謙

(

幻

)

(

同
日

)

の
重
修
を
経
た
刊
本
が
現
存
す
る
。
班
惟
志
に
よ
る
『
銭
塘
先
賢
惇
賛
』
の
出
版
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
江
漸
行
省
の
中
心
地
に
お
け
る
出
版

が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
の
時
期
に
、
そ
の
盛
ん
な
出
版
活
動
を
、
儒
凶
晶
子
提
翠
司
が
支
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
、
余
謙
は
翰
林
謄
奉
か
ら

『古
今
韻
曾
奉
要
』
の
李
北
魯
榊
序

(字
北
魯
榊

『
菊
調
停
集
』
巻
こ
に
も
所
牧
)
に、
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江
漸
儒
拳
提
奉
と
し
て
赴
任
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
活
動
、
と
り
わ
け
、
出
版
活
動
を
強
力
に
推
し
進
め
た
。
そ
の
様
子
は
、
黄
公
紹

・
熊
忠

文
宗
皇
帝

査
章
閣
に
御
し
、
昭
武
黄
氏
の
韻
舎
奉
要
の
寓
本
を
得
。
至
順
二
年
春
、
師
陣
山
奉
翰
林
文
字
臣
余
謙
に
赦
し
て
校
正
せ
し
め
、

明
年
夏
、
上
進
し
、
賜
い
て
其
功
を
娃
わ
す
。
余
氏

今
江
湖
に
提
撃
た
り
て
、
書
質
せ
ら
る
る
を
以
て
、
始
め
て
其
の
刊
正
補
削
の
根

援
有
に
せ
ざ
る
を
知
る
。
:
:
:
余
氏

文
臣
を
以
て
詔
を
奉
り
て
誤
を
正
す
は
、
令
績
な
り
。
提
奉
に
来
り
て
其
の
書
を
鏡
む
を
謀
る
は
、

義
拳
な
り
。

と
あ
る
。
中
央
で
校
正
に
あ
た
っ
た

『古
今
韻
曾
奉
要
』
を
、
異
動
し
て
き
た
江
南
で
印
刷
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
時
期
に
副
提
拳
に
就
い

て
い
た
の
は

『園
朝
文
類
」
の
校
正
に
あ
た
っ
た
陳
放
で
あ
り
、
先
に
あ
げ
た
『
園
朝
文
類
』
以
外
で
も
、
周
権

『此
山
先
生
詩
集
』

一
O
巻

の
編
集
に
携
わ
っ
た
こ
と
を
、
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此
山
の
詩
は
但
に
筒
渚
和
平
な
る
の
み
な
ら
ず
、
而
し
て
語
は
奇
禽
多
し
。
予

校
選
を
矯
す
が
故
に
深
く
之
を
知
る
な
り
。
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と
述
べ
て
い
る
。
儒
皐
副
提
奉
で
あ
っ
た
時
期
に
、
陳
放
は
こ
の

『此
山
詩
集
』
を
は
じ
め
、

の
ち
に
彼
と
同
じ
く
江
漸
儒
印
字
提
琴
・
副
提
琴

に
な
る
楊
閥
の

『
侃
玉
融
制
類
稿
』
や
銭
維
善
の

『江
月
松
風
集
」
の
序
文
を
手
が
け
る
な
ど
、
書
物
の
製
作

・
出
版
過
程
に
深
く
携
わ
っ
た
。

文
化
的
事
業
の
活
液
化
の
中
で
、
余
謙

・
陳
緩
を
中
心
と
す
る
儒
撃
提
奉
司
は
そ
の
一
翼
を
捨
う
働
き
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
振
り
返
っ
て
、
前
章
の
最
後
に
あ
げ
た
「
元
加
孔
子
競
詔
碑
」
や
「
元
西
湖
書
院
重
修
大
成
殿
碑
」
に
再
び
注
目
し
て
み
た
い
。

そ
こ
で
は
、
中
央
か
ら
蹄
っ
て
き
た
余
謙
・
陳
旋
が
憲
司
や
有
司
と
協
力
し
て
、
儒
撃
の
記
念
碑
を
た
て
、
西
湖
書
院
の
復
興
に
あ
た
る
様
子

が
描
か
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
西
湖
書
院
で
は
、
ま
さ
に
多
く
の
本
が
校
訂

・
出
版
さ
れ
つ
つ
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
儒
撃
提
奉
司
は
、

江
南
に
お
け
る
敬
育
・
出
版
等
を
初
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
行
い
、
そ
の
活
動
を
通
じ
て
、
直
接
的
に
廉
訪
司
・
行
蓋
と
も
繋
が
り
を

持
ち
、

一
方
で
、
儒
拳
数
育
と
い
う
類
似
性
や
人
事
異
動
を
通
し
て
、
中
央
の
文
人
た
ち
ゃ
漢
文
書
を
扱
う
諸
機
関
と
も
関
係
し
た
。
儒
皐
提

奉
は
、
翰
林
院

・
集
賢
院
や
因
子
向
晶
子
の
官
に
な

っ
た
者
た
ち
と
並
び
、
儒
撃
的
数
養
を
基
礎
と
す
る
知
識
人
た
ち
の
代
表
と
し
て
、
儒
数
文
化

を
捨
う
役
割
を
課
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
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お

わ

り

江
南
を
中
心
に
設
け
ら
れ
た
儒
撃
提
奉
司
の
役
割
は
、
「
事
校
」
と
い
う
組
織
に
関
わ
る
利
権
の
韓
現
者
と
し
て
終
始
機
能
し
た
。
時
期
ご

と
に
そ
の
重
黙
は
饗
化
し
て
い
き
、
元
初
に
は
、
税
役
克
除
特
権
を
守
る
代
表
者
・
代
解
者
と
し
て
、
そ
の
後
儒
山
晶
子
を
遁
教
や
悌
数
勢
力
か
ら

守
る
盾
と
し
て
機
能
し
て
い
っ
た
。
科
奉
の
停
止
や
復
活
と
と
も
に
撃
校
の
位
置
づ
け
が
饗
化
す
る
の
に
つ
れ
て
、
そ
の
重
黙
は
微
妙
に
蟹
化

し
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
、
地
方
に
お
い
て
は
文
化
的
教
養
を
基
盤
と
す
る
唯
一
の
役
職
と
し
て
、
儒
撃
を
奉
ず
る
人
々
を
代
表
す

る
誇
り
を
も
て
る
地
位
に
あ
っ
た
。
元
末
に
儒
挙
副
提
奉
に
つ
い
た
鄭
元
結
は
、
混
乱
す
る
情
勢
の
中
で
、
儒
撃
提
奉
司
を
「
文
蓋
な
り
、
儒

(ω) 

者
の
職
な
り
」
と
し
て
、
文
人
に
と
っ
て
名
春
あ
る
地
位
だ
と
認
め
て
、
そ
の
官
に
赴
い
て
い
る
。

明
の
太
組
朱
元
環
は
、
至
正
二
O
年

(
庚
子
、

一
三
六
O
)
に
、
所
東
の
宋
漉
を
招
い
て
儒
肇
提
奉
に
任
命
し
、
皇
太
子
に
経
書
を
数
授
さ
せ



(
臼
)

た
。
嘗
時
の
宋
漆
の
立
場
に
照
ら
す
と
、
事
問
を
代
表
す
る
人
物
に
輿
え
る
地
位
と
し
て
、
儒
息
ナ
提
琴
が
選
律
さ
れ
た
の
が
わ
か
る
。
{
木
漆
に

輿
え
ら
れ
た
こ
の
儒
拳
提
琴
と
い
う
地
位
は
、
就
任
時
に
こ
そ
校
理
な
ど
の
属
官
ま
で
整
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
は
繕
績
し
な
か
っ
た
。

り
、
彼
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
の
特
別
な
格
競
で
あ
っ
た
。
漢
人
儒
人
を
代
表
す
る
人
物
を
政
権
に
参
重
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
最
も
相
懸
で
名

血
管
あ
る
官
職
と
し
て
の
儒
皐
提
奉
司
と
い
う
の
が
、
元
一
代
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
た
儒
挙
提
琴
司
の
位
置
を
代
縛
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
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(
人
文

・
自
然
科
撃
編
)
一一一
七
i
四
。

徐
二
0
0
0

徐
梓

『元
代
書
院
研
究
」
枇
舎
科
挙
文
献
出
版
枇
。

孫

一
九
五
三

孫
棺
第

『元
曲
家
孜
略
』
上
雑
出
版
枇
。

張
一
九
八
八
張
帆
「
元
代
翰
林
園
史
院
輿
漢
族
儒
士
」
、

『北
京
大
挙
準
報
』
(
哲
祭
祉
曾
科
拳
版
)

陳

一
九
九
三

陳
高
筆
「
元
代
的
地
方
官
邸
ナ
」
、

『元
史
論
叢
』
五
。

一
九
八
八
l
五
。

つ
ま九
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鴻
図
允

・
遡
坤
絹

『家
元
版
刻
綜
録
』
内
蒙
古
大
祭
出
版
枇
。

{呂
紀
子

「
『孝
経
直
解
』
の
出
版
と
そ
の
時
代
」
、

『中
園
文
筆
報
』
五
六。

{呂
紀
子
「
大
徳
十

一
年
「
加
封
孔
子
制
詰
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
、
「中
園
|

|
祉
舎
と
文
化
|

|
」
一

四
。

宮
紀
子
「
程
復
心
『
四
書
章
園
』
出
版
始
末
孜
ー
ー
ー
大
元
ウ
ル
ス
治
下
に
お
け
る
江
南
文
人
の
保
暴
|

|
」、

『内
陸
ア
ジ
ア
言
語
の
研
究
』

活

一
九
九
六

宮
一

九
九
八

宮

一
九
九
九

宮
二

O
O
一

森
田

一
九
九
二

森
田
愈
司
「
『廟
纂
典
櫨
』
成
立
考」、

『奈
良
史
筆
」

李
二

O
O
O
a

李
治
安

『行
省
制
度
研
究
』
南
関
大
祭
出
版
社
。

李
二
O
O
O
b

李
治
安
「
元
代
粛
政
廉
訪
司
研
究

(中
)」
、
『文
史
』
二

0
0
0
1四
。

十字

一
九
八
一
李
致
忠
「
元
代
刻
書
遮
略
」
、
『
文
献
』

一
O
(
の
ち
、
上
海
新
四
軍
歴
史
研
究
曾
印
刷
印
紗
分
曾
編
「
歴
代
刻
書
概
況
」
印
刷
工
業
出
版
枇
、

一
九
九

一
年
所
枚
)
。

484 

註
(
l
)

棲
井

一
九
九
八
(
四
九
|
五
二
頁
)
を
参
照
。
た
だ
、
嘗
時
は
史

料
や
先
行
研
究
へ
の
配
慮
が
行
き
届
か
な
い
貼
が
あ
り
、
表
層
的
な

捉
え
方
に
と
ど
ま

っ
た
。
ま
た
、
す
で
に
、
森
田

一
九
九
二
(
六
八

|
七

O
頁
)
が
、

『廟
祭
典
趨
』
に
つ
い
て
考
察
す
る
中
で
、
幅削東

遁
儒
準
提
琴
司
の
沿
革
を
述
べ
て
お
り
、
特
に
参
考
に
な

っ
た
。

(
2
)

李
二
O
O
O
a
(四
一
|
四
五
頁
)
は
行
省
直
属
の

一
機
関
と
し

て
、
宮
二
O
O
一
(
七
四
|
八
四
頁
)
は
保
翠
・
出
版
の
具
鐙
的
事

例
に
則
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
儒
皐
提
傘
司
の
役
割
を
論
じ
て
い
る
。

(3
)

概
井
二
O
O
二。

以
下
、
前
稿
と
表
現
す
る
。

(
4
)

『元
史
』
の
多
く
の
「
志
」
部
分
と
同
じ
く
「
百
官
志
」
の
記
述

も
、
至
順
二
年

(
一
三
三

一
)
成
立
の
「
経
世
大
典
』
に
よ
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
5
)

前
稿
で
の
考
察
に
従
ぃ
、
江
南
に
お
け
る
儒
拳
提
琴
司
整
備
の
経 。

緯
を
年
表
に
し
て
お
く
。

至
元

一
四
年
(
一
二
七
七
)
初
め
て
の
儒
拳
提
奉
(
葉
李
)

至
元

一
七
年
初
め
て
の
儒
皐
提
琴
司
街
門

(品
川
東
道
・
江
西
)

京芸
亙

二

年
儒
撃
提
泰
司
廃
止
の
法
令

至
元
二
四

年

行

准

一一

遁
に
儒
拳
提
奉
司
設
置
の
命
令

至
元
一
三

年
|
元
貞
元
年

(
一
二
九
五
)
儒
印
字
提
奉
司
設
置
を
行

省
の
治
所
の
み
に

(6
)

調
査
に
あ
た

っ
て
は
、

王
徳
毅
等

『元
人
傍
記
資
料
索
引
』
(
中

華
書
局
、

一
九
八
七
)
や
羅
依
果
等

『元
朝
人
名
録
』
(南
天
書
局
、

一
九
八
八
)
な
ど
の
人
名
索
引
、
四
庫
全
書
全
文
検
索
版
を
利
用
し
、

そ
れ
ら
に
未
牧
の

『元
典
章
』
・
『遇
制
候
格
』
、
『
雨
漸
金
石
志
』
等

の
石
刻
書
な
ど
で
補
っ
た
。
今
後
も
調
査
縫
績
珠
定
で
あ
る
が
、
比

較
的
見
や
す
い
資
料
の
調
査
は
終
え
て
お
り
、
す
で
に
大
部
分
は
明
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ら
か
に
な
っ
た
と
考
え
る
。
採
用
の
基
準
と
し
て
、
①
名
前
が
確
か

な
も
の
の
う
ち
、
任
{
邑
年

・
任
官
地

・
出
身
地
の
ど
れ
か
一
要
素
が

わ
か
る
も
の
を
数
え
る
。
②
名
前
が
不
確
か
な
も
の
は
二
要
素
以
上

を
採
用
基
準
と
す
る
。
③
推
薦
や
任
命
を
受
け
て
辞
し
た
者
や
赴
か

な
か
っ
た
者
も
と
る
。
④
明
代
以
降
の
文
集
所
載
の

「幾
代
租
」
と

し
て
あ
げ
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
元
代
の
史
料
に
記
載
が
な
く
、

名
が
某
と
さ
れ
る
な
ど
葦
然
性
の
低
い
者
は
除
く
。

(
7
)

年
競
と
西
暦
の
釘
照
に
つ
い
て
示
し
て
お
く
。
至
元
一
四
(
一
一
一

七
七
)
、
元
貞
元
(
一
二
九
五
)
、
大
徳
元
(
一
二
九
七
)
、
至
大
元

(
二
二

O
八
)
、
皇
慶
元
(
一
三
二
己
、
延
一
滴
元
三
=
二
四
)
、

泰
定
元
(
一
三
二
四
)
、
至
順
元
(
一
三
三

O
)
、
元
統
元
ご
一
二
三

三
)
、
後
至
元
元
(
一
三
三
五
)
、
至
正
元
(
一

三
四
こ
。

(
8
)

中
書
省
や
そ
れ
以
外
の
行
省
の
任
官
者
に
つ
い
て
は
別
の
機
舎
に

論
じ
た
い
。

(
9
)

楼
井
二

O
O
二
(
四
五
一負
)
。
前
稿
で
は
、
葉
李
が

「御
史
中
丞

に
遜
り
商
談
中
書
省
事
を
粂
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
」
の
を
以
て
儒
拳

提
拳
が
終
わ
っ
た
と
し
た
。
確
か
に
、
儒
拳
提
琴
と
い
う
肩
書
き
は

こ
の
時
駄
で
消
え
て
い
た
は
ず
だ
が
、
葉
李
は
こ
の
御
史
中
丞
を
僻

し
て
お
り
、
賓
際
に
そ
の
後
就
い
た
の
は
尚
書
左
丞
で
あ
る
。
前
稿

で
は
不
十
分
な
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
こ
こ
で
訂
正
し
た
い
。
ま

た
、
至
元
二
一
年
の
儒
息
子
提
拳
廃
止
に
伴
っ
て
、
業
李
の
職
務
は
な

く
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
肩
書
き
は
そ
の
ま
ま
だ
っ
た
と

考
え
る
。

(
日
)
本
貫
と
居
所
が
異
な
る
場
合
、
本
人
ま
た
は
父
の
出
身
地
を
採
用

し
、
必
ず
し
も
本
貫
を
と
ら
な
い
。

(
日
)
同
じ
至
元
二
三
年
四
月
に
江
東
這
儒
拳
提
奉
司
が
設
置
さ
れ
て
い

る

(
「至
正
金
陵
新
志
』
忠
告
六
「
歴
代
官
制
」
)
こ
と
か
ら
、
儒
拳
提

奉
司
復
置
の
明
文
は
ま
だ
見
ら
れ
ぬ
も
の
の
、
す
で
に
再
設
置
さ
れ

始
め
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

(
ロ
)
郭
二

0
0
0
(
一
六
五
|

一
六
六
頁
)
を
参
照
。

(
日
)
弟
の
李
銀
が
副
提
拳
に
な
っ
た
の
は
、
至
元
二
二
年
の
雀
哀
の

「
求
賢
」
を
き
っ
か
け
と
し
た
。
彼
も
同
じ
機
舎
を
得
た
か
、
或
い

は
、
程
鉦
夫
の
い
わ
ゆ
る
「
江
南
捜
訪
」
と
開
係
が
あ
る
、
だ
ろ
う
。

(

U

)

{

呂
一
九
九
八
(
四
四
頁
)
を
参
照
。

(
日
)
『
図
立
中
央
固
ま
百
館
善
本
序
政
集
録
』
(
園
立
中
央
国
書
館
、

一

九
九
四
)
集
部
六
所
載
の
武
序
は
「
僕
」
字
を
脱
し
て
お
り
、
彼
が

就
任
し
た
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
。

(
日
)

『新
刊
類
篇
歴
泰
一
一一
場
文
選
」
申
集
巻
六
な
ど
に
は
、
天
暦
二
年

の
江
断
行
省
郷
試
の
考
試
官
と
し
て

「考
官
楊
待
制
剛
中
」
と
あ
る
。

(
げ
)
許
二

O
O
一
(
六
五
七
頁
)
で
も
、
至
正
元
年
か
ら
二
年
間
就
任

し
た
と
さ
れ
る
。

(
児
)
『
娩
惹
集
』
巻
二
に
「
戊
子
正
月
連
雲
苦
笑

F

答
段
助
敬
天
祐
土
口
甫

二
首
」
が
あ
る
。

(
日
)
『
説
文
字
原
』
に
序
し
て
、

「至
正
十
五
年
龍
集
乙
未
三
一
月
既
望

奉
直
大
夫
園
子
監
丞
京
兆
{
子
文
公
諒
絞
」
と
書
い
て
い
る
。

(
初
)
鄭
元
祐
に
つ
い
て
は
、
王
二

O
O
O
a
が
詳
し
い
。

(
幻
)
孫
一
九
五
三
(
九
一
-
|
九
三
頁
)
を
参
照
。

(n)
『
首
向
暦
杭
州
府
志
』
巻
九
に
は
、
も
う
一
人
「
越
孟
霊
」
と
い
う

提
参
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
詳
細
を
調
べ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
の
で
、
リ
ス
ト
に
は
加
え
な
い
。
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(
お
)
『
西
厳
集
』
巻
四
に
「
西
岡
十
字
存
餅
泊
弟
景
安
訪
余
山
中
以
詩
篇

別
」
と
あ
り
、
存
瞬
は
李
鎖
の
景
安
は
李
浩
の
字
で
あ
る
。

(μ)

『至
順
銀
江
志
』
巻

一
一
「
撃
校
」
に
も
、
元
貞
元
年
に
滋
海
書

院
が
後
備
さ
れ
た
際
に
、
陳
友
龍
が
文
章
を
書
い
た
と
い
う
記
事
を

載
せ
る
。

(
お
)

『劉
基
集
』
(
雨
漸
作
家
文
叢
、
漸
江
古
籍
出
版
枇
、

一
九
九
九
)

附
銀
問
「
劉
基
年
表
」
を
参
照
。

(
お
)

『
元
史
』
巻
四
五
「
順
帝
本
紀
八
」
至
正
一
八
年
九
月
壬
寅
の
係
。

(
幻
)
『
高
暦
杭
州
府
志
」
巻
九
に
は
、
ま
た
「
孔
沫
(
術
州
人
)
」
と

あ
る
が
、
彼
が
至
元
一
九
年
に
就
い
た
の
は
所
東
遁
皐
校
事
で
あ
り
、

儒
印
字
提
怒
と
は
性
格
を
異
に
す
る

(前
稿
注
(
お
)
を
参
照
)
。
さ

ら
に
、
同
書
記
官
六

一
に
は
、
成
化
府
志
の
人
物
採
録
基
準
を
批
判
し

て
別
基
準
で
就
任
者
を
列
摩
す
る
が
、
段
天
耐
を
抜
き
字
文
公
諒
を

加
え
た
、
や
は
り

一
O
人
に
と
ど
ま
る
。

(
お
)
至
一冗
二
0
年
代
ま
で
は
、
江
川
川
行
省
で
は
な
く
江
滋
行
省
で
く
く

ら
れ
る
時
期
も
あ
り
、
そ
の
問
、

一碕一
建
行
省
が
た
て
ら
れ
た
こ
と
も

あ
っ
た
。
元
末
に
も
、
至
正

一
六
年
以
降
、
再
び
一
崎
建
行
省
が
建
て

ら
れ
る
。
呉
廷
婆
『
元
行
省
丞
相
平
章
政
事
年
表
』
を
参
照
。

(
初
)

副
提
琴
就
任
時
の
散
官
が
柏
村
仕
佐
郎
(
従
八
)
で
あ
る
者
が
四
人

い
る
こ
と
か
ら
も
、
抜
摺
の
要
素
が
あ
る
よ
う
だ
が
、

一
方
で
承
務

郎

(従
六
)
の
者
も
お
り
断
定
は
で
き
な
い
。

(
初
)
儒
撃
副
提
奉
の
後
任
と
し
て
も
、
翰
林
感
泰
(
従
七
)
が
複
数
見

ら
れ
た
。

(
幻
)

『
図
朝
文
類
』
巻
一一-六
、
王
土
配
…
「
迭
楊
仲
礎
序
」
に
は
、
「
其

司
文
教
者
、
日
儒
皐
提
媒
fo
--:
・
若
嚢
之
骨
周
目
定
{
呂
者
、
呉
血
ハ
遡
先

生

・
巴
西
部
先
生
、
比
自
由
侍
従
出
、

美
望
字
子
人
人
。
」
と
あ
り
、

こ
の
序
が
書
か
れ
た
泰
定
年
間
頃
に
は
、
越
孟
頬
と
都
文
原
が
代
表

例
だ
と
認
識
さ
れ
た
。

(日以)

前
稿

(四
五
頁
)
を
参
照
。

(
お
)

前
稿
法

(
日制
)
を
参
照
。

(引き

中
書
省
の
大
部
分
を
占
め
る
大
都

(路
)
儒
撃
提
奉
は
、
提
琴
皐

校
所
(
大
都
路
島
ナ
)
の
長
官
で
あ
り
、

地
方
皐
校
を
統
括
す
る
儒
息
子

提
懇
?
と
は
別
物
で
あ
る

(前
稿
注

(
お
)
を
参
照
)
。
河
南
江
北
行

省
の
人
物
で
は
、
陳
庄
・
武
乙
昌
は
と
も
に
剤
南
路
に
あ
っ
た
南
陽

書
院
の
管
理
と
関
係
し
、
湖
底
行
省
と
の
開
連
も
深
い
。
林
桂
後
・

蒋
曾
龍
は
と
も
に
元
初
江
准
行
省
時
期
に
准
東
儒
撃
提
琴
だ
っ
た
。

ま
た
、
載
良
は
元
末
の
軍
閥
割
披
時
に
あ
た
り
官
制
は
す
で
に
混
乱

し
て
い
た
。

(
お
)

同
恕

『築
建
築
』
巻
二
「
迭
孔
提
奉
序
」
に
、
「
自
有
此
司
蚤
三

十
年
、
陳
酋
儒
祭
僅
得
三
人
。
始
則
集
賢
肇
士
勤
浦
市
則
八
ム
、
再
則
図

子
博
士
虚
舟
王
八
ム
、
今
也
聖
師
五
十
四
代
孫
孔
君
弘
道
寒
来
。」

と

あ
る
。

(
お
)

至
正
初
に
お
い
て
も
、
江
湖
行
省
で
は
向
学
校
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ

と
が
、
劉
岳
申
『
申
薪
劉
先
生
文
集
』
巻
二
「
迭
李
一
初
江
漸
儒
同
学

提
琴
序
」
に
、
「
皐
校
至
近
年
大
壊
極
弊
、
不
可
復
支
。
濁
江
漸
以

能
{
目
問
、
則
進
士
得
人
之
致
也
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

元
代
の
向
学
校
・
書
院
の
分
布
に
閥
し
て
は
、
徐
二
0
0
0
(
一
六
二

一
六
八
頁
)
を
主
に
参
照
し
た
。

植
松

一
九
九

一
を
参
照
。

太
田
氏
は
、

『至
順
銀
江
志
』
巻
一
五
「
刺
守
」
に
よ
っ
て
分
析
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す
る
。
太
田
一
九
八
八
を
参
照
。

(
ぬ
)
こ
の
結
果
は
銀
江
と
い
う
一
地
域
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

達
魯
花
赤
と
線
管
に
閲
し
て
だ
け
だ
が
、
『
嘉
靖
湖
州
府
中
心
」
忠
信
=
一

「
古
今
守
令
表
」
郡
守
、

『洪
武
蘇
州
府
志
」
巻
二

O
「
牧
{
寸
題
名
」

元、

『首
向
磨
杭
州
府
志
』
巻
一
四

「古
今
守
令
表
二
」
杭
州
路
線
管

府
表
な
ど
に
お
い
て
も
、
至
元
二

O
年
以
降
は
江
南
出
身
者
の
就
任

は
見
ら
れ
な
い
。
植
松
一
九
八
九
も
参
照
。

(ω)
張
一
九
八
八
(
八

O
頁
)
で
は
、
監
察
官
と
詞
苑
方
面
、
特
に
後

者
に
は
儒
臣
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
強
調
す
る
。
儒
臣
と
は
少
し
ず

れ
る
が
、
儒
皐
提
琴
司
も
「
漢
族
」
中
心
で
あ
っ
た
黙
は
同
じ
で
あ

る。

(
H
U
)

李
二

O
O
O
a
(
四
二

l
四
三
頁
)
、
宮
ニ
O
O
一
(
七
四
|
八

四
頁
)
を
参
照
。

(
必
)
こ
の
権
力
を
濫
用
し
て
蓄
財
や
使
い
込
み
を
謀
る
質
の
悪
い
提
奉

儒
撃
も
見
ら
れ
た
よ
う
で
、

『元
典
章
』
新
集
戸
部

「銭
糧
」
侵
盗

「数
授
直
撃
侵
使
拳
糧
」
に
は
、
至
元
二
九
年
頃
、
南
陽
書
院
(
江

陵
)
の
賂
撃
銭
紗
を
使
い
込
ん
で
罷
売
さ
れ
た
儒
拳
提
琴
の
庭
分
例

が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

(
必
)
前
註
の
案
件
は
、
元
来
、
規
定
に
背
い
て
約
舎
を
行
わ
な
い
有
司

の
裁
き
を
儒
曲
学
提
琴
司
が
求
め
た
も
の
だ
っ
た
。
た
だ
し
、
訴
訟
に

つ
い
て
い
え
ば
、
そ
の
す
べ
て
が
儒
拳
提
暴
司
を
通
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
こ
と
は
、
拙
稿
で
述
べ
た
と
お
り
で
(
楼
井
一
九
九
八
)
、

「
雨
所
金
石
志
」
巻
一
四
「
一
冗
嘉
輿
路
儒
挙
正
種
堂
基
地
本
末
碑
」

で
は
、
儒
撃
が
寺
院
を
訴
え
た
裁
判
案
件
が
儒
撃
提
奉
司
を
遇
さ
な

い
で
行
わ
れ
た
。

(
M
H
)

院
元

『雨
漸
金
石
志
』
巻
一
五
「
元
慶
元
路
鄭
豚
拳
廟
碑
」、
港

二
ハ
コ
冗
嘉
輿
路
建
拳
碑
」
な
ど
多
数
。
拙
稿
(
桜
井
一
九
九
八
)

で
も
指
摘
し
た
が
、
そ
こ
で
は
「
磐
田
銭
糧
」
と
一
緒
に
論
じ
た
た

め
、
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
う
一
度
明
確
に
述
べ

た

u
。

(
必
)
例
え
ば
、
同
前
註
書
巻
一
四
「
元
嘉
興
路
重
修
儒
撃
碑
」
、
巻
一

五
「
元
重
建
南
鎮
廟
碑
」、
「
元
西
湖
書
院
増
置
田
記
」、
巻
一
七

「
元
嘉
興
路
興
奉
拳
校
碑
」
、
巻
一
八

「元
郵
豚
重
修
儒
拳
碑
」
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
江
湖
儒
撃
提
拳
・
副
提
奉
の
泡
森
、
都
文
原
、
白
斑
、

李
祁
、
楊
葬
が
関
わ
っ
て
い
る
。

(

M

叩
)
数
育
機
関
の
概
略
に
つ
い
て
は
、
陳
一
九
九
三
、
王
二

O
O
O
b

(
四
四
九
|
五

O
O頁
)
等
を
、
集
賢
院
の
数
育
機
能
に
つ
い
て
は
、

拙
稿
(
楼
井
二

0
0
0
)
を
参
照
。
ま
た
、
「
元
典
章
』
巻
九
「
吏

部
三
」
官
制
三
、
教
官
「
正
録
数
議
直
向
学
」
を
み
る
と
、
科
泰
開
始

後
で
あ
る
延
祐
四
年
に
お
い
て
、
島
ナ
校
を
取
り
巻
く
開
係
街
門
に
饗

化
は
現
れ
る
が
、
集
賢
院
と
儒
民
子
提
奉
司
の
枠
組
み
は
保
た
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

(
幻
)

『秘
書
監
志
』
単位四

「纂
修
」
に
、

「至
大
四
年
七
月
二
十
一
日
、

中
書
省
奏
准
事
内
一
件
節
該
」
と
す
る
同
内
容
の
記
事
が
あ
る
。
こ

れ
ら
に
つ
い
て
は
、
宮
二

O
O
一
(
九
五
|
九
九
頁
)
で
検
討
さ
れ

て
お
り
、
七
月
一一

一
日
に
奏
上
さ
れ
た
内
容
が
、
翌
月
に
正
式
後
令

さ
れ
た
と
い
う
。

(
必
)
『
廟
拳
典
趨
』
巻
二
「
正
銀
不
奥
数
{
呂
連
署
」、
「
儒
人
公
事
約

曾
」
な
ど
が
そ
の
例
と
な
る
。

(ω)
例
え
ば
、

『元
典
章
』
巻
六
「
牽
綱
二
」
鐙
察
「
祭
司
鰻
察
等
例
」
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に
、
「
所
至
之
慮
、
勧
隷
農
桑
、
問
民
疾
苦
、

化
。
」
と
あ
る
。

(
叩
)

『廟
拳
典
穏
』
巻
五
「
行
豪
治
書
侍
御
史
次
回
呈
勉
隣
組
寸
校
時
{
且
」

に
も
「
又
累
欽
奉
聖
旨
保
章
、
凡
骨
周
恩
十
校
公
事
責
任
、
廉
訪
司
尤

重
。
」
と
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
記
述
は
嘗
時
の
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の

史
料
に
見
ら
れ
る
。
詳
細
は
、
李
二

0
0
0
b
を
参
照
。

(
日
)
『
成
化
杭
州
府
志
』
巻
二
三

「
撃
校
二
及
び

『
雨
断
金
石
志
」

巻

一
八
「
元
杭
州
路
重
建
廟
磐
碑
」
に
よ
れ
ば
、
至
正

一
五
年
に
は

王
大
本
が
、
二
四
年
に
は
楊
翻
が
、
そ
れ
ぞ
れ
撰
文
す
る
。

(臼
)
「
加
封
孔
子
制
諾
」
に
つ
い
て
は
宮

一
九
九
九
が
詳
し
い
。
該
碑

が
西
湖
書
院
に
建
て
ら
れ
た
と
考
え
る
の
は
、
政
文
の
書
き
手
が
西

湖
書
院
の
山
長
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
『
成
化
杭
州
府
志
」
巻
二
五

「撃
校
一一一」
仁
和
牒
儒
撃
の
僚
に
、
「
元
加
封
至
霊
文
宣
王
詔
石
刻
、

事
国
在
西
湖
書
院
、
院
後
改
仁
和
製
。
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
、
同
書
巻

五
八
「
碑
碕
目
」
に
は
「
元
加
封
孔
子
詔
石
刻
、
在
仁
和
儒
拳
」
と

あ
っ
て
、
他
所
に
同
研
が
の
こ
る
の
を
惇
え
な
い
こ
と
に
よ
る
。

(
日
)
李
一
九
八
て
富
二

O
O
一
を
参
照
。

(
U
A
)

同
じ
く
西
湖
書
院
で
出
版
さ
れ
た
馬
端
臨

「文
献
遁
考
」
巻
頭
の

「
抄
白
」
に
も
「
江
漸
儒
司
校
勘
、
得
堪
以
傍
後
。
」
と
あ
る
。

(
日
)
第

一
意
第
一
節
で
の
考
察
よ
り
、
余
謙
の
儒
祭
提
奉
就
任
時
期
は

主
正
二
年
ま
で
は
及
ば
な
い
。「
静
嘉
堂
文
庫
宋
元
版
園
録
』
(
静
嘉

勉
励
肇
校
、
宣
明
数

堂
文
庫
、
一
九
九
二
)
解
題
篇
(
八
七

l
九
O
頁
)
は
、
後
至
元

一
了
コ
一
年
修
な
の
か
至
正
二
・
三
年
修
な
の
か
結
論
を
保
留
し
、
潜

一
九
九
六
(
七
四
頁
)
で
は
至
正
二
年
と
断
定
す
る
が
、
至
正
年
開

で
は
あ
り
得
な
い
。
阿
部

一
九
七
六

(
C
四
七
|
五
六
頁
)
も
参
照
。

(
日
)

『牧
庵
集
』
呉
普
序
に
も
、
「
至
順
壬
申
、
八
ム
之
門
人
翰
林
待
制

劉
公
時
中
始
以
公
之
全
集
自
中
書
移
命
江
街
、
以
郡
勝
賂
準
絵
銭
命

工
銭
木
、
大
葱
後
準
。
予
時
承
乏
提
奉
江
幅
削
儒
向
学
、
因
獲
董
領
其
事
、

私
縞
欣
幸
、
乃
輿
銭
塘
筆
者
葉
景
修
重
加
校
齢
、
分
門
別
類
、

:・:
。
」
と
あ
る
。

(
幻
)
中
園
古
籍
善
本
書
目
編
輯
委
員
曾

『中
園
古
籍
善
本
書
目
史

部
』
(
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
三
)

一
一
一
一
頁
を
参
照
。

(
犯
)
第
一
章
第
一

節
の
班
惟
志
の
僚
を
参
照
。

(
日
)

『此
山
詩
集
』
陳
緩
序
。

(ω)
鄭
元
結
『
僑
呉
集
』
附
録
、
蘇
大
年
「
遂
昌
先
生
鄭
君
墓
誌
銘
」
。

(門別)

『宋
文
憲
公
全
集
』
巻
首
二
、
都
楢
「
翰
林
製
士
承
旨
嘉
議
大
夫

知
制
詰
粂
修
圏
史
粂
太
子
賛
善
大
夫
致
仕
潜
渓
先
生
宋
公
行
状
」
、

『
明
太
祖
賓
録
』
巻
八
、
庚
子
年
三
月
戊
子
朔
の
係
、
及
び
閏
五
月

了
卯
の
係
。
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〔
附
記
〕
本
稿
は
、
卒
成
十
四
年
度
科
拳
研
究
費
補
助
金
(
特
別
研
究
員

奨
励
費
)
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。



characters京ａｎｄ流sometimes appear in place of bian-guan in some historical re-

cords from the Song period. But this does not mean that the punishments were

the same. The ｅχpression pei一liｕ　hian-ｇｕａｎ　ｒｅｎ配流編管人indicates ａ person

sentenced to both punishments, in other words, subject to registered control in

his place of eχile.

THE SUPERVISORATE OF CONFUCIAN SCHOOLS IN THE

　

YUAN ＤＹＮＡＳＴＹ：FOCUSING ON THE SUPERVISOR OF

　　　

CONFUCIAN SCHOOLS IN JIANGZHE PROVINCE

Sakurai Satomi

　　

This articleconsiders the post of Supervisorate of Confucian Schools 儒學提

拳司, which bore the responsibility of managing regional schools during the Yuan

dynasty, by ｅχamining the ｅχample of Jiangzhe. First,I carefullyanalyze what sort

of person would have been named Supervisor of Confucian Schools 儒學提畢and

further proceed to examine the relationshipto other organizations, employing the

noted ｅχample of the activitiesof the Supervisor of Confucian Schools of Jiangzhe.

The following four points have been clarifiedby this study･

　　

Firstly,taking aU those appointed Supervisor or Vice-Supervisor 副提阜of

Confucian Schools together (including those whom were only recommended or

nominated to the posts), there were ａ total of 188 people, 125 of whom were

named Supervisor, and slχty-threeVice Supervisor. 0f these, 140, or seventy

percent, were appointed in the three provinces of Jiangzhe, Jiangxi, and Huguang.

In other words, the Supervisorate was m practical terms operated ｍ these three

provinces. Furthermore, the number of these officialswho had come from the

same three provinces numbered 134, and thus the percentage of native-bom ｏ伍-

cialsappointed in their own province was very high. This tendency is at odds with

general trend for officials.

　　

Secondly, there was mutual interchange between the Supervisors and Vice-

Supervisors and both the central Hanlin Historiographic Academy 翰林國史院and

the Directorate of Education 國子監. Furthermore, the Supervisorate of Confucian

Schools might correspond directly with the central Directorate of Education and

the Academy of Scholarly Worthies 集賢院. Although posted in the provinces,

these ｏ伍cialswere capable of My recognizing the intent of the center and also

upholding policieslinked to the central government｡
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Thirdly, the Supervisorate played ａ central role in government led printing

activitiesin the provinces. During the period of heightened culturalactivity,includ-

ing publishing, which occurred from the Yuantong through the firstof the Zhiyuan

eras, the Supervisorate was actively involved in such activities,particularlyin

Hangzhou｡

　　

Fourthly, the fact that natives of the province were chiefly employed in the

local administrativeｏ伍ces was ｅχceptional,and they maintained firm links with the

Surveillance Commission 監司, regardless of the provincial government to which

they were attached. Through its social and cultural activities of constructing

schools, publishing, and promoting talented people, the Supervisorate was situated

in a position supporting the formation of culture in the provinces during the Yuan

dynasty together with the organs of state supervision.

THE DISCOURSE ON THE SHAY瓦H IN CHINESE ISLAMIC

　　　　　　

LITERATURE AND ITS BACKGROUND

Nakanishi Tatsuya

　　

Works of Chinese Islamic literature that frequently came to be written in the

time of the late-Ming and Qing dynasties were translations of the contents of Ara-

bic and Persian literature into Chinese, and this body of literature might lead us to

suppose that the Sinification of Islam had occurred (ａ departure from the original

meaning of the texts resulting from the authors' attempts to write to suit the

Chinese environment and of the influence of the ideological permeation of the

three faiths, Buddhism, Confucianism and Daoism,). Heretofore, certain elements

of Sinification in regard to the theory of Sufism have to ａ certain extent been

made clear, but those aspects concerned with practical application of various

themes have hardly been addressed. Thus l have ｅχamined those aspects and the

background of this Sinification in terms of the arguments concerning the ｓｈａｙfeh，

the leader of Sufism, in Chinese Islamic literature and have come to the following

conclusions.

　　

Because it was rare that anyone might be identified a shaykh in the sphere of

Wang Dai-yu 王岱輿, he affirmed that there were exceptions to principle that a

shaykh was absolutely necessary, in opposition to the teaching of the Mirsad al-

‘Ibad,the tｅχtwhich he had used. This position, however, corresponded with the

teachings of the Ｍａｑｓａｄ-iＡｑｓａ，which was widely read ｍ China,
０ｎthe possibility
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